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午前９時00分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただ今の出席議員数は１１人です。定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はただいまお手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（安永 友行君）  日程第１、ただいまより一般質問を行います。 

 質問は通告順に行います。１番目の通告者、５番、中田議員の発言を許します。 

 ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  おはようございます。本日は２問を通告しておりますので、第

１問に温泉施設について、質問させていただきます。 

 私は、平成２６年９月にゆ・ら・ら温泉屋外プールについて質問を行いました。修理費がかさ

むとの返答であったかと思いますが、今も何も変わっておりません。 

 今回も、温泉施設について質問をさせていただきます。昨年１２月株式会社エポックかきのき

むら経営診断改善計画策定支援業務データ集が、この議会にて報告されました。その資料に町内

の施設別観光入込数、交流人口でございますが、減少傾向だと掲げてありました。 

 平成２２年がピークで合計２７万７,０００人であったものが、平成２６年度は２４万

１,０００人となっております。３万６,０００人の減少でございます。 

 ゆ・ら・ら温泉は、１２万６,０００人であったものが、９万９,８００人と２万６,０００人

の減少になっております。かきのき温泉はとの湯は、約４万人でございましたけれども、これも
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３万人といったように１万人の減少です。 

 逆に道の駅やくろは、４万９,０００人から６万２,０００人と、うなぎ登りでございます。

ゆ・ら・ら温泉は聞くところによると平成２５年から、泡風呂が機能していないということでご

ざいます。今まで、利用していたが、泡風呂がないからもう長いこと行かないとか、多くの町民

から苦情を聞いております。 

 多くの利用客は配管から湯漏れがあるから使えないといった認識でおられるようでございます。 

 ことしの１月末に１０日間ぐらい修理のため休館ということで、利用者は泡風呂を復活かと期

待をしていたら、やはりだめだったとがっかりしたということを言われていました。私なりに調

査したところ、実際はレジオネラ菌が泡によって口から体内に入り体に悪いとか、温泉の成分に

よって配管が詰まるというのが原因であるとのことでございました。町としては、このことに対

し対策を行い、泡風呂を復活する気はあるのでしょうか。 

 それともう１点、宿泊施設の寝具が古く、ぺちゃんこで背中が痛くて寝られないなどの宿泊客

からの苦情もお聞きいたしました。かきのき温泉はとの湯は、泉質の効能としてアトピーに悩む

方から効能があると言われておりますが、かなりの施設の老朽化をしていて魅力がありません。

リニューアルしたらいかがですか。 

 経費のかかることばかりでございますけれども、両施設とも、町の指定管理施設です。町内の

交流人口の目玉と思われます。このままずるずるといって次第細りにするのか、どこの温泉も独

自性を出して集客に努力をしております。新設するのであれば高額の費用もかかりますが、両施

設とも近隣にない効能やせっかく設備が整っているのですから、多くの利用者のニーズに応える

ことによって、町内外からの観光客、交流人口が増加し、町の活性化につながると思います。 

 道の駅やくろ訪問客は増加しているですから、これをゆ・ら・ら温泉に導かない手はないと思

いますが、町長の将来の考え方をお聞きいたします。 

 ２点目は後からしますが、このことについてお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  おはようございます。それでは、今日から一般質問ですでございますけ

れど、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 中田議員の１問目の質問でございます温泉施設についてということでございますけれど、まず、

ゆ・ら・らの屋外プールの修繕についてお答えしたいと思います。 

 これまで、指定管理者及び防水工事専門業者と調整いたしましたが、既存のＦＲＰ、繊維強化

プラスチックそれでやってあるわけですけど、これを撤去すれば、新たな防水工事をまた施工し

なければならない。最小でも６００万円の工事費用が必要であるということでございます。この

ＦＲＰにつきましては、七日市小学校が漏水するということでやっておりますけれど、やはり日
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光等に弱いということで、経年で劣化していくというような素材でございます。 

 そうしたことで、今申し上げましたように、それを撤去してまた新たな防水工事を行うという

ことであれば、６００万円近いものが必要であるということでございます。 

 また、数年単位で劣化が始まってきておりますので、先ほど議員おっしゃいましたような休館

したんですけれど、これはやはり浴室の天井部分が腐食して危険性があるということで大きなお

金をかけて男子・女子の浴室の天井を修理してきたところでございます。 

 再度、防水工事の必要が生じるということも、いろんなところで出てまいります。現在ゆ・

ら・ら本体の維持補修の必要性は、先ほど申し上げましたように、多くの箇所が発生しておると

ころでございます。そういったところで、やはり天井が腐って落ちるというようなところもある

し、危険性のあるもの、そういったものを優先しながらやってきておるところでございます。 

 また、この屋外プールにつきましては、いろいろ聞くんですけれど、温泉の排水をまず冷まし

て、それからいわゆる河川のほうへ流す、そのためのいわゆる冷ますためだということもありま

すし、屋外プールだということも言われておりますが、どちらを主要目的として建設されたのか

理解しておりませんけれど、そういったような機能を求めておる屋外プールだというように思っ

ております。 

 夏場には子どもさん方が非常に楽しまれておりますので、検討しなきゃならない部分もござい

ますけれど、そういった夏場だけの一時期的なものに大きなお金をかけるのが果たして妥当であ

るかどうかという部分もございますし、そういったことで、プールを再開した場合は、監視員を

常時おかなきゃならない、また、水質等の維持管理も務めていかなきゃならないということで、

そういった経費の部分もございますので、指定管理業者であります休暇村サービスと調整してい

かなければ、なかなかこれについてもすぐにどうこうと言う御返事ができないところでございま

す。 

 続きまして、泡風呂の中止についてでございますけれど、館内にその旨の通知は行っておりま

したが、議員おっしゃいますように十分に伝わらないといったような点があったということで、

これにつきましては反省し、引き続き周知に努めてまいりたいということでございます。 

 これらにつきましては、議員おっしゃいますように、レジオネラ菌ですか、これにつきまして

は、レジオネラ菌、こうしたものは、特にああした施設について危険なと言いますか、非常に問

題視しておるところがございますので、やはりこれにつきましては、しっかり注意しながら、こ

れに復活については果たしてどういった状況がいいのかということもございますので、これにつ

いては、今までどおり周知をしっかりしながら、泡風呂についてどうなのかと、ここだけではな

くよそでもやっておられることなので、どの程度のことでできるのかどうなのかというようなこ

とは、検討はしていく必要があるんじゃなかろうかというように思っております。 
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 また、寝具につきましては、施設を受け合っていただいています休暇村サービスのほうからも

更新してほしいというような要望が出ております。ここだけでなしに、ほかの施設で今回テーブ

ル等備品をリニューアルしたというようなこともございますので。 

 ただ、ここにつきましても、いろんな先ほど申し上げましたような必要な経費がございますの

で、そういったもの、またほかの施設につきましても、こういった観光関係につきましては、や

はり限りがございますので、そういった施設、施設を吟味しながら、傷み具合を見ながら担当課

のほうで検討していかなきゃならいということで。 

 この今の寝具につきましては、先ほど申し上げましたように大きな修繕費がありましたので、

要望がありながら、後回しにしてるという状況でございます。 

 これらにつきましても、やはりおいでになった方がお風呂へ入って、それで、寝られるときに

不愉快な思いをするようでは、せっかくきていただいても後味の悪い思いをさせることになりま

すので、そういった備品等につきましては、順次、更新はしていかなければならないというよう

に思っております。 

 ゆ・ら・らにつきましては１５年を過ぎたとこでございますし、先ほど申し上げましたとおり、

屋外プールの修繕等大きな課題は抱えております。また、はとの湯につきましても、老朽化が進

んでおります。これにつきましても、今後どういう形のものにするのかということも含めてこれ

から、温泉施設については、総合的な考え方から対処していく必要があるというように思ってお

りますので、議員の皆様方また施設を管理される方々また利用される方々の御意見を聞きながら、

対処していく必要があると言うように思っております。 

 これにつきましても、町民だけでなしに町外からもおいでになりますので、それにつきまして

は、目的の一つであります温泉施設の利用、またそれを楽しんでいただく、といった大前提のも

とに対処していきたい。 

 また先ほど、産直市場やくろの話が出ておりましたけれど、これにつきましても、やはり、む

いかいち温泉ゆ・ら・らとの相乗でああして客数もふえておるというように思っております。 

 ただ、これだけでお客さんが呼び込めるほどの品物をそろえておりませんし、そういったやく

ろだけでお客を呼び込めるような施設にしていく必要はありますけれど、今のところは、私ども

とすれば、むいかいち温泉ゆ・ら・らとやくろと相乗的な効果が上がっておる。ただ温泉客につ

きましてはああして減少をしておる。そういったことにつきましては、議員おっしゃいましたよ

うに、施設の老朽化等は十分対処されてないということもあるというように思っておりますので、

これにつきましては、担当課とまた指定管理を受けていただいてます管理事業者と協議しながら、

対処していきたいというに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 
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○議員（５番 中田  元君）  泡風呂について、特に、周知のほうに努めるというお話でござい

ましたけれども、このことについて、私が聞いた範囲では、かなりの皆さん方から要望があると

いうふうに考えております。そういった中で、修理ということは、全然、考えておられないとい

うことになりますか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  既存のものがどういう状況なのか、ちょっと把握しておりませんが、修

繕が可能なのかそれとも新規のものをつけなければならないのかということは、ちょっと今理解

しておりませんけれど、修繕が可能であれば、やはりいわゆる金額、新しいのを買うほどかかる

のであればまた、というその金額的なものも含めながら検討はしていく必要はあるというように

思っています。 

 全くもうやめましたよと言うんではなしに、そういった要望があるんであれば、またよその温

泉施設でどういう状況なのかやはりそういった施設についてはレジオネラ菌等の影響でやめる方

向にあるのか、それとも維持していく方向にあるのか、そういったものを情報を仕入れながら対

処していきたいというに思っています。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  先日、ゆ・ら・ら温泉に行った場合には、支配人の斉藤さんとい

う方でしたか、特に今言いましたように、レジオネラ菌というのが出て、もし、体内に入った場

合には熱が出るとかいろんなことがあるので、稼働してないんだというようなことを話をされて

おりました。その細菌を特に泡にすると口から入る可能性が高いというようなことから、今、止

めておるんだということでございました。 

 ちょっと調べてみたら、やっぱり、その菌というのも泡にするために小さい配管を通すからそ

の配管がよく詰まる。その辺から菌が発生するんだということでございましたので、その配管を

しっかり、清掃すればこのレジオネラ菌というのも減らされるというようなことがインターネッ

ト等で見ればそう書かれてありますので、何とか、町民の方、あるいは県外の方も泡風呂という

ようなことをかなり意識しておられると思います。 

 先ほど、３万人近い方が５年間の間に減っておるということで、たまたまかもわかりませんけ

れども、その２５年から泡風呂を止めておるのと入浴者が減っておると言うのも、連動している

ように見えますので、ぜひともその辺を考慮していただきまして、この泡風呂復活ということを

していただけたらというふうに思います。 

 それから、私もはとの湯のことも、ちょっとお伺いいたしましたけれども、はとの湯も大変

４万人から３万人というふうに減っております。町内にも民間の温泉もありますので、そういう

ふうな３つの温泉を効果的に利用して観光客の増加ということをしていったらと思いますので、
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ぜひとも、ゆ・ら・ら温泉も当然、観光の核としてやっていかなければならないと思いますけれ

ども、柿木のはとの湯あるいは木部谷温泉等もぜひとも町の御知恵を出しながら改修工事等にも

努めていただけたと思いますが、町長、一言、済みませんが、よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  今、担当課のほうからの話なんですけれど、やはり今の施設を泡風呂は、

非常に改修してというのは困難な状況だということでございます。 

 議員がおっしゃいますように、ああして配管部分にいわゆる温泉の何が、あかと言いますか、

たまった部分にそういったものが出やすいということで、週に１回以上、やっぱり清掃しないと、

ということで、あそこなかなか休めないと、やはり希望者がいらっしゃるんで休館日を設定しに

くい、修繕するにしてもなかなか調整するのに厳しい状況がありましたんで、これにつきまして

は、よその状況把握はしていかなきゃならないとは思いますけれど、現施設を復活するというの

は、非常の困難な厳しい状況であるということだそうでございます。 

 また、やはり１番最初にございましたコンサルタントの報告がありましたように、やはり町内

の施設を有機的に活用して、リンクした活用というのは必要であるということがございますので、

そういった収穫客をそういったおいでになった方が多様な活用ができるようなことをしていかな

ければならない。 

 入込客減ったの多くは、ああしてガソリンの値段が上がったときに減ってきたような傾向にあ

ると思っています。まして、今原油が下がっておりますので、また、おいで人なる方がふえるん

じゃなかろうかということは思っておりますけれど、やはり魅力がないと来ていただけないとい

うことはございますので、そういった面では対処していかなきゃならない。 

 ただ、議員おっしゃいましたように、泡風呂を今すぐ復活ということにはなかなか難しいとい

うようなことでよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  私も泡風呂復活というのはなかなか経費もかかるということで、

大変という御返事でございましたけれども、実際にそのように町民の皆さんまた県外からの方も、

そのような意見が出ておりますので、またぜひよい方向での検討をお願いしたいというふうに思

います。 

 それでは、続いて、２つ目の質問でございますけども、町の防災行政無線について、お尋ねを

いたします。 

 町の防災行政無線は、柿木地区が平成１２年ごろ、六日市地区が平成１９年、２０年にかけて

設置されたとお聞きいたしました。１０年から１５年近く経過しておりますけども、地域によっ

ては屋外の音声が全然聞こえないとか、何を言っているのか全くわからないといったような苦情



- 232 - 

が私の耳に入ってきます。屋内施設も最初はよかったのだが、最近は途切れ途切れに入って何を

言っているのかわからないと言ったようなこともお聞きいたします。こんなことでは、防災無線

の役割が成り立たないと考えますが、いかがでございましょうか。 

 私が思いますのに、屋内の不具合はこんなもの、そして、状況をどこに連絡してよいのかわか

らないというようなことだろうと思っております。屋外放送についても、同じような状況だと思

います。 

 こんな例を挙げるのも何ですが、先日の昼間の火事につきましても、どこの火事かわからない

と、同じ地区内でもそのようなことが、あったというふうに、私のとこに近くにあるのになぜ聞

こえんのかと、火事のことがわからないというようなことが、電話がかかってきました。その夜

のうちに。こがのことでやれないよというようなことでございました。 

 屋外放送が入らないというようなことは、町内のあちこちにあるんだろうと思われます。全部

を見て回るわけにはいきませんけれども、私も二、三カ所回ってみましたが、屋外放送の取りつ

け箇所、山の地理的条件とかその辺を見ると、ここでは聞こえないだろうなとか、大きな大木の

前にスピーカーが真面を向いて立っちょるというようなとこがあって、そっから上は全然聞こえ

ないというような状況になっておるとこもありました。そういうようなとこがありますので、ぜ

ひともよく調査をして、聞こえるように整備をしていただきたいというふうに思います。 

 また、屋内施設についても、担当者のほうからお聞きしましたけれども、加入率が屋内のほう

が約８０％ぐらいの加入率だというふうに言っておられました。この８０％と言うと、私も以前

農協におりましたけれども、有線放送が最終的の加入率というのが、やめるころには五、六十％

ぐらいの加入率で、なかなか放送が聞こえないからというようなことで、有線放送も撤去してこ

の防災無線に変わったというふうに思っておりますので、この８０％というのも、ぜひ、もう少

し上げていただきたいと。これでは緊急放送も８０％では、価値が下がるんではなかろうかと思

います。 

 特に新築のお宅ではどういう手続をしたら加入できるのかといったようなお話を聞きました。

この入るにはどのぐらいの負担金が必要なのかと、これも全然わからないというようなことでご

ざいました。 

 ぜひ、広報なり告知端末等で、常時ということにはならないかもわかりませんが、時々はその

災害無線につきましても、こういう負担金がある、どうふうにしたらつくよというようなことを

町民に周知していただきたいというふうに思います。 

 でないと、最近、町内では大きな災害というのはございませんけど、四十七、八年でも高尻と

かあるいは抜月地区でも大変な災害が起こっております。いつ、どのようなことがあるかわかり

ませんが、そういうふうな災害無線というのがせっかくありますので、１００％目指して、取り
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つけるような御努力をしていただきたいというふうに思います。 

 こういう話を聞きまして、私も条例等もいろいろ引っ張り出して、ちょっと読ましていただき

ましたけれども、今の負担金とかそういうようなことがいろいろ書いてありますが、幾ら条例等

を整理して書かれてあっても、町民はなかなかそれを見ることができないし、知らない方が多い

と思います。ぜひとも、この防災無線というのは大変大事な施設だと思いますので、まあ、防災

無線ばかりではございませんけれども、御役所仕事ではなく、もっときめ細かく親切に何事周知

していただけるように御配慮していただけたらと思いますが、この防災無線につきまして、私も

いろいろ調べたり、人からの聞いたのをここでお伝えいたしますけれども、町長のお考えをお聞

きしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  中田議員、２問目の質問でございます。町防災行政無線について。 

 現在、防災無線につきましては、旧柿木地区が平成１３年度からまた、旧六日市地区につきま

しては、平成２０年度から供用開始してきたところでございます。これにつきましては、旧柿木

がアナログで旧六日市がデジタルに変えてやっておりますので、ちょっとその整合が大変な部分

もあったのは事実でございます。 

 また、御指摘のように屋内用の個別受信機、また屋外用の屋外子局等の機械器具が経年劣化に

より、不具合等の報告が年々増加しております。その都度、部品の交換や受信機の取りかえ等を

行い対応しているところでございます。 

 先日の火災では一部地域において送信施設の不具合から放送が流れなかった可能性があったと

いうことが判明しております。原因調査を行うとともに、不具合箇所については、直ちに修繕を

行ったということで、これにつきましては、私の家の入っておりませんで、２件の火災をほかか

ら教えていただいたということで、非常に、入ってなきゃ気にならないもんで、入ってないのか

入ってるのかわからん部分もあったりしたんで、どうも入ってないようだがというようなことで、

いわゆる機器等の取りかえをしていただいて、今十分に入っておりますけど、そういった状況が

ございますので、そういった不具合なことがありましたら、やはりお知らせいただければ取りか

えて修繕を行うという。これも地域的に大きな範囲であったように聞いておりますけれど、こう

いった屋外子局につきましては、全ての地域でまた、聞こえるようにすると言うように、設置し

ただけでもないようでございます。地域の防災拠点施設との関係を考慮しながら、地域住民の同

意が得られたところ、町内２５カ所に設置しております。 

 以前も、うちのほうに設置してほしいとか、いろいろあるわけなんですけど、また、場所によ

れば片方の屋外子局のいわゆる音声が重なったりして、余計聞こえなくなるようなこともあった

りして、なかなか御要望があるところに全てということになっておりませんし、地域の同意が得
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られるとこで、またなるべく、くまなく届いていただくような設置の仕方をして、今町内２５カ

所に設置しておるということでございます。 

 やはり、議員おっしゃいましたように地形やスピーカーの向きによっては聞こえない地域があ

るということは認識しております。全ての地域において、聞こえるようにしていかなければなら

ないというように思っておりますけれど、先ほど申し上げましたようにいろんな事情が、条件が

ありますので、なかなか困難な部分がありますけれど、そういったものは設置して聞こえなきゃ

意味がないわけでございますので、そうした点検整備等を行いながら、そういったものは解消し

ていく必要があるというように思っております。 

 全施設の更新を控えておりますので、現状を把握しながら増設が必要な地域であれば、今後ま

た整備をしていかなきゃならない。当時、設置したときよりも機器等は、今度、全施設を更新す

るのであれば機能も上がったようなものが設置できるというに思っておりますので、そうしたと

ころで対処していきゃならないというように思っております。 

 先ほどのいわゆる住民の皆様に対しての広報についてでございますけれど、新規設置に当りま

しては、やはり町の広報紙でお知らせをしたいというように思っております。広報よしか、また

お知らせ版、そういったものを通じて、お知らせしてこれまできたわけでございますけれど、今

後につきましても、やはりこういった町の広報紙または受信設備が不具合な場合の対応も含めま

して、ホームページまたは、ケーブルテレビ等々、さまざまな媒体を活用して周知に努めていき

たいというに思っておりますけれど、こうした不具合が生じた場合は、すぐに、いわゆるどこに

というんではなしに、役場に電話をかければ、そのことでと言えば担当、担当は今の総務課が担

当しておりますんで、電話かけていただいて、まずは届けていただくということは私どもとすれ

ばありがたいというように思っておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  町長のほうも大変不具合があるということはどうも御存じのよう

でございますけれども、いざという時にこの端末が聞こえないということは、例えば隣のほうで

火事があっても、わからないということがございますので、ぜひとも端末、宅内のほうもそれか

ら屋外についても、毎日というわけにはいきませんけれども、せめて半年に１回とか、個別訪問

でもして、どうであるかというようなことを、特に高齢者の方が多ございますので、これが全然

聞こえんようになっておっても当たり前、入るのが当たり前なんやけど入らねば何にもなかった

ように聞こえますので、ぜひともその辺のことを徹底して、このせっかくある設備を十二分に有

効に利用できるように、配慮していただきたいというふうに思います。 

 それから、最後に私のほうから言いますけれども、役所仕事でなく、ぜひともその辺をきめ細

かいサービスに行政のほうが努めていただくように申し上げまして、私の質問を終わります。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  以上で、１番目の通告者、５番、中田議員の質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  時間の配置上、２番目の通告者の間にちょっと５分ほど休憩します。 

午前９時37分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時44分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問２番目の通告

者、４番、桜下議員の発言を許します。４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  桜下でございます。４点質問さしていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 まず、質問に先立ちまして、けさの中国新聞に大変うれしいニュースが載っておりましたので、

ぜひ紹介さしていただきます。それは、かきのき保育所が東京のＮＰＯ法人が主催した、国後援

の職域コンテストで最高位の厚生労働大臣賞をいただいたという、うれしいニュースが新聞にけ

さ載っておりました。 

 その受賞の理由は、有機農業が盛んな地域の子どもたちが、畑の土づくりから挑戦をした野菜

栽培や、給食づくりが非常に評価をされたということで、全国の応募があった中で、唯一かきの

き保育所が、厚生労働大臣賞という最高位の賞を受賞したということが、けさの新聞に載ってお

りました。私は、ほんとに久々に明るい話題で、町民の一人としまして、関係者の皆さんに心か

らお祝いを申し上げます。 

 それでは、質問に移ります。１点目でありますが、大雪対策、また、支援について質問さして

いただきます。 

 ことしの１月の１９日から、また、２３日から２５日にかけて、近年にない大雪に当町も見舞

われました。私が言いますと大雪といいますのは、昭和３８年の大雪というのがよく言われます

が、最近にない大雪がことし降りました。また、異常低温によりまして水道管の凍結、あるいは

破裂。それによる漏水による水圧の低下によりまして、小規模ではありますが断水が起きており

ます。 

 県内でも、浜田がこの断水が長期にわたり、市民に多大な影響が出たということが、連日、新

聞にも報道されましたが、そこまでもいきませんでしたが、小規模な断水が起きております。 

 また、大雪によりまして、農家のビニールハウスなどの倒壊が発生しております。私の調べた

とこによりますと、このビニールハウスの被害でありますが、町内で約２０戸、２５棟、被害額

約４,１００万円と推計されております。これは、町のほうもお認めでございます。 
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 前後しますが、我が家も水道管の凍結によりまして、２日間、トイレや風呂が使えませんでし

た。改めて、水の大切さということを痛感しております。 

 ビニールハウスの倒壊によりまして、これも新聞ですが、福川地区でＵターンで来られた農家

の方が、ようやく黒字が出だしたという矢先に、この２棟の倒壊によりまして大変な被害を受け

た。残念だということが新聞に載っとりましたが、これは一つの例で、ビニールハウスの倒壊に

よりまして生産意欲の低下や、あるいは士気の低下、中にはハウスが壊れたので農家をやめると

いう方もおられるというふうに聞いとりますが、このハウスの倒壊による支援につきまして、県

も農協も支援をするということでありますが、前回、全員協議会で説明を受けましたが、改めて

農家の皆さんに、町長のほうから倒壊をされた方に対しての吉賀町の支援策をお願いしたいと思

います。 

 それと、大雪で仕方ないとは思いますが、町道の除雪がおくれたという苦情を、私も随分聞い

ておりますが、想定外の雪でありましたが、町民の皆さんに多大な影響も出ておりますので、こ

のビニールハウスの倒壊の再生にかかわる支援と、そして、町道の除雪についての来シーズンに

向けての対策につきまして、この２点について、まずはお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  それでは、桜下議員の除雪対策、支援についてという御質問でございま

す。 

 今回の大雪で、民生・児童委員等の御協力いただきながら、孤立世帯の把握を初めといたしま

して、安否確認を行ってまいりました。 

 私道の除雪対策につきましては、とりわけ高齢者宅の除雪対策については、多くの問い合わせ

が寄せられたところであります。町といたしましての対応は、やはり私道につきましては、それ

よりも公道をまず開けるんだというのがございますので、対策が困難であるというように考えて

おります。私有地の除雪につきましては、地域の助け合い等によって対応していただく以外には、

広い範囲でございますので、また、業者委託でございますので難しいであろうというように思っ

ております。 

 主に、土建業者ですけれど、朝２時くらいから準備されて出ておられたりというようなことで、

除雪がおそいというような御指摘もあるのは、私どものとこに寄せられたのは寄せられたんです

けれど、早く対処したので、次の雪が降って、また、積もっており、来てないんじゃないかとい

うようなことで、御連絡をいただいたというようなこともございますし、とにかく国道・県道・

町道といったような、そういったインフラの確保につきましては、優先してやっているところで

ございます。 

 この町道の除雪につきましては、毎年作成しておりまして、除雪計画がございます。これにつ
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きましては、車道で新雪が１５センチ、歩道で新雪が２０センチに達すれば実施するということ

になっております。 

 今回のことしの教訓を機に、来シーズンの対策はということでございますけれど、基本的には

これと同じような対応をしていく必要があるんじゃあなかろうかというように思っております。

３８年の豪雪以来と言われたんですけど、合併した年に大きな除雪があって、民生委員の方が除

雪に行かれて、屋根が壊れてけがをされたようなこともありましたけれど、ああして近年にない

ような降雪でございましたので、いろいろな御不便をおかけしたことがあるんではなかろうかと

いうように思っておりますけれど。 

 先ほど出ました水道の凍結つきましても、簡易水道への対策ということで、これは家庭の水道

管が破裂・凍結防止のために、水道の水を少し出されておくというようなこともございますし、

また、毎日住んでない方が、そのまま元栓閉められ出ておられて、それが屋内の水道管が凍結し

たというようなことで漏水。 

 そういったもので配水池の水位が非常に低下したということで、担当課の、特に除雪も水道も

建設水道課が兼ねて対応していただいておりますので、建設水道課の課長以下職員の皆様、大変

御努力いただいて、私どもとすれば頭が下がる思いでございますけれど、ああした急な大きな災

害と言いますか、雪害でございますので、住民の皆様方には大変御迷惑かけたんではなかろうか

というように思っておりますけれど、そうした担当課の職員、頑張ってくれたおかげで、断水箇

所は町内でも４戸くらいだったと思います。 

 そういったことで、ああして何万戸といった他市町村を上げてはいけませんけれど、ああして

自衛隊が給水車まで出た浜田市、安来市といったところ等を考えますれば、私どもとすれば、そ

れほど大きな被害もなく対処できたんじゃあなかろうかというように思っております。 

 そうした意味で、水道につきましては、利用者の皆様方に節水していただかなければ、家庭内

の凍結防止、また、そういったことを徹底していただく。空き家や普段使用していない方、また、

公共施設、そういったところが今回凍結して破裂したというようなことがございましたので、こ

ういったものにつきましては、広報誌等でお知らせをしながら、簡易水道の利用者の皆様に節水、

凍結防止、そういったものにもお願いしていかなきゃならないというようには考えております。 

 また、パイプハウスの倒壊、そういったものがあるわけなんですけれど、これにつきましては、

担当課で調査いたしまして、議員がおっしゃいますように高齢の方は、「もうやめた。これはま

た撤去しても、新しいのを建てるのは」というようなことで、耕作意欲をなくされとる方もいら

っしゃいますし、若い方は、もう１回やるんだというようなことで。 

 そういった方に対しましては、先般の全員協議会で御説明を申し上げましたように、被災した

日から１年間を経過するまでにつくっていただきたいということで、その施設につきましては、
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補助対象経費として３分の２を上限として補助するということで、これは県費補助の対象となら

ない農家への支援としては、３分の１を上限として補助金も新たに制度化しようとすることにし

ておりますので、そういったことで農業への意欲が減退することがないように対処していきたい。 

 また、こうした積雪時に支柱をしておられた方は、倒壊を免れておりますので、油断すること

なく、降雪時には支柱をしておれば、撤去したり、また、つくったりという手間は何でもない手

間でございますし、そういった日ごろからの準備といったものも必要であろうというふうに思っ

ておりますが、そうした農業に対する意欲がなくならないように、そういった補助は十分なこと

をしながら対処していきたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  先ほど、町長が漏水と対策につきまして申されましたが、実は、

先に私も言うつもりでしたが、ちょっと上がっておりまして後先になりましたが、私の家にも夜

の８時ごろ、あの大雪の非常に異常な低温のする中、建設水道課の皆さんや応援の職員さんが来

られまして、漏水箇所の調査ということで、夜８時を回っておりましたが、全戸を回るというこ

とで検査と言いましょうか、点検をされに来られました。 

 私は、ほんとに昼夜を問わずの建設水道課皆さんと応援の職員さんの皆さんの御努力によりま

して、漏水箇所は早く発見でき、また、処置をすることができ、他町村のような大規模な断水に

つながらなかったと、私は思っとります。議員でありますが、１町民としまして、建設水道課の

皆さんや応援された職員の皆さんに心から感謝いたします。 

 その今のビニールハウスの支援でありますが、先ほど５番議員が言われましたが、お役所仕事

ということでありますが、いろいろ手続き等が複雑と思いますが、速やかに決定がしましたら、

支援金が支払いますようによろしく御配慮をお願いいたします。 

 それでは、２問目の質問に移らしていただきます。エコビレッジかきのきむらについて質問さ

していただきます。以後、長いのでエコビレッジといふうに呼ばしていただきます。 

 私は、この質問に先立ちまして、このエコビレッジに対しまして、存在や活動につきまして決

して批判や否定をするものではありません。ということを、まず、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 １２月議会で、エコビレッジの指定管理者指定議案が３分の２の議員の反対で否決をされまし

た。新聞にも大きく載ってました。町長が閉会時に挨拶の中で「町長を１０年歴任をしてきたが、

上程した議案が否決されたのは過去にたった１件しかなかった」と。「今件が２件目」というふ

うに、町長が苦渋な思いで挨拶をされました。 

 私は、まだ議員になりまして３年目でありますが、その過去のことはわかりませんが、私は、

議会が非常に重たい判断、重い決断をしたと思いました。そして、この否決に対しまして、町民
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の皆様から、恐らく批判や反発や疑問の声が上がるだろうと予測をしておりました。 

 しかし、現実は、ほとんどの町民の皆様から問い合わせも、反発も、批判もありませんでした。

反対をした同僚の議員に聞きましても、私と同じような状況だということでありました。また、

先日、定期的に発刊されておりますエコビレッジかきのき通信という機関紙と言いましょうか、

広報紙が新聞の折り込みに入りました。新聞をとられとる家では、ほとんど見られたと思うんで

すが、その裏面に、エコビレッジ側の意見が書かれておられました。 

 私は、その内容につきましては、批判も、否定もするもんではありません。それは自由であり

ますから。しかしながら、各戸別に新聞の折り込みにこのエコビレッジのことが書かれて、皆さ

んが初めて知った方がおられると思うんですが、それにもかかわらず、なぜ否決されたのか。な

ぜこういうふうな経緯になったのかという問い合わせもほとんどありません。私に１人だけお電

話で問い合わせがありましたが、そのほかにつきましては、反発も、批判も、疑問も、何も起こ

っておりません。私は、これはほんとに、先ほど覚悟をしとるといいましたが、不思議でたまり

ません。町民の皆さんの余りに関心のなさに驚いております。 

 ちなみに、参考として申し上げますが、エコビレッジには、合併後この１０年間で指定管理者

指定を受けて、指定管理委託料がこの１０年間で約４,９１０万円が運営資金として支払われて

おります。これは確認をしとりますので間違いありません。こういうふうな運営資金が使われて

いるにもかかわらず、否決されても町民の皆様から疑問も、反発も、批判もありません。 

 私は、私なりに考えました。なぜこういうことになるのかと言いますと、柿木には地域自治区

柿木の活動があります。そして、昨年ですか、発足しました手づくり自治区柿木という組織の活

動もあります。そして、公民館の活動もあります。それに加えてエコビレッジの活動もあります。 

 それぞれ皆、それぞれの団体によりまして、活動の中身が違いますし、また、思いが違うと思

うんですが、私は、町民の皆様がこの４つの団体の活動を余りわかりづらかった、よく理解でき

なかったということに原因があるのではないかと思っております。中には、旧六日市の方には、

エコビレッジかきのきむらの存在自体も知らなかったという声もありました。 

 先ほど言いましたが、私は、このエコビレッジに対しまして、存在や活動を決して批判するも

のではありません。町民の反応がなかったということがおかしいということを思って、述べさし

ていただいております。 

 議会の否決をおきまして、町は、エコビレッジのほうと、指定期間の１年短縮や、あるいは構

想の見直しなどを協議をされたということでありますが、エコビレッジのほうで指定管理の指定

を辞退されたということを、先日の全員協議会で報告がありました。私は、町長から、改めて町

民の皆様に、これまでの経緯について、詳しくこのケーブルテレビを通じまして説明をしていた

だきたいと思います。 
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 よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  桜下議員、２点目の御質問でございますエコビレッジかきのきむらにつ

いてということでございます。 

 １２月議会におきまして、地域間交流拠点施設の指定管理者の指定に関する議案の否決を受け

まして、町としては、提案者としての説明不足があったという観点から、再提案に向けて、役場

内での関係課で組織する指定管理者制度更新検討会を直ちに再開したところでございます。 

 この検討会におきましては、１指定管理者制度について、また、２エコビレッジかきのきむら

構想について、３地域間交流拠点施設について、４特定非営利活動法人エコビレッジかきのきむ

らについて、５指定管理者候補者の選定についての５点にわたって整理するとともに、これまで

の経過や今後の方針等について、改めて協議いたしました。 

 また、指定管理期間につきましては、原則５年で対応しておりますが、ほとんどの施設が平成

３０年度で指定管理が終わるということから、事務の効率性を考えて、今回、３年としたところ

でございます。この５年というのは、合併前に、既に指定管理者制度はまだ吉賀町に波及してな

い中、柿木村が、今の管理者と５年間の指定をしておりました。 

 そういったことで、その後、吉賀町内の指定管理者制度を用いたのは、とりあえず３年という

ことでやってきたわけでございますけれど、そういったことで、ずれが生じておりますので、今

回、整理したいということで、３カ年として提案したところでございます。しかしながら、この

内容で否決を受けたということでございます。 

 これにつきましては、先ほど申し上げましたように、検討会におきまして議論した結果、今後、

エコビレッジ構想の検証を行い、また、その検証結果を踏まえた上で、管理のあり方等を見極め、

また、その準備に必要な期間として、いわゆる私どもとすれば、否決された議員の皆様方のどう

いったところに、そういった否決理由があったのかというようなことを探りましたが、やはり

３年ということなのか、金額なのかというところを測りかねておりましたけれど、一部お聞きし

た中で、やるんであれば２年ででもできるんじゃないかというようなこともありましたので、そ

うした準備期間も必要なことということで、２カ年を提案して、御提示したんですけれど、それ

では準備が足りないから、一旦白紙に戻してということで、御回答いただいたもんで、私どもと

すれば、本年４月以降の管理につきましては、指定管理業者制度から、それを直営で管理しよう

というのを受けていただけないということでございますので、管理を断念し、町直営でやらざる

を得ない。やらなければということでおります。 

 経過につきましては、全員協議会で説明したとおりでございますし、このことが町民が御理解

ないから、ほいじゃあこの部分について、議員がおっしゃいますように説明しろと言われて、そ
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ういった事情が複雑なので、今、言われますようにケーブルテレビで説明。ほいじゃあいろんな

事案でも否決されたら説明しなきゃならないのか、どうなのか。 

 私どもとしては、問い合わせ等もそれは１件ございましたけれど。問い合わせと言うよりは、

会議の集会のところで、どうなんだということは１件ありましたけれど、町民の意識がどうなの

かという。それを周知させるためにケーブルテレビで説明をしろと言われましても、私どもとす

れば、そうした事案、事案が出るたんびに、そういうことをやらなきゃならないのかということ

もございますし、これにつきましては、一つの事業の事案でございますので、大きな災害なり、

問題点が起きたというんであれば、そういったことも必要かと思いますけれど、私どもとすれば、

これは私どもが提案したものを議会が御否決されたということでございますので、私どもが、そ

の説明をする義務はないんじゃなかろうかというように考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  そのことにつきましては、以上で質問を終わります。 

 それでは、３点目の質問をさしていただきます。教育長、よろしくお願いします。吉賀町教育

振興計画と学校再編についてということで質問さしていただきます。 

 このことは、学校再編につきましては、私は、今まで過去何度も蔵木中学校の例を上げまして、

質問をさしていただきましたが、この振興計画というのができたということで、また、改めまし

て質問をさしていただきます。 

 教育委員会が策定されました向こう５年間の教育振興計画案につきまして、先週までに町内

５カ所で、町民との意見交換会が開催されました。私も六日市会場のほうに出席をしまして、活

発な意見交換会になると期待をして、出席をさしていただきました。 

 しかしながら、残念ながら本来の目的ではなく、教育振興計画案に対しての意見よりも、大変

に申しわけない言い方なんですが、教育長、あるいは教育委員さんに対し、また、教育委員会に

対する不信感という批判なりの意見が出まして、そのほうに時間が多くとられました。私は、ほ

んとに残念な思いをしております。 

 私も時間の都合で、１時間で退席をしましたんですが、私が出席している時間中は、全てこの

質問のほうに、また、それに教育委員会が答弁するという時間に費やされまして、本来のこの振

興計画についての意見交換が聞かれませんでした。大変残念でありました。 

 六日市会場は、こういう状況でありましたが、他の４会場の様子につきまして、既に終わって

おりますので、教育長にどのような意見が出たのか。どういう様子だったのかを、まずはお聞き

します。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  御質問のありました、吉賀町教育振興計画案の説明会の状況というこ
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とで、お答えをしたいと思います。 

 平成２８年度から３２年度までの向こう５年間の教育施策方針として作成いたしました吉賀町

教育振興計画案について、平成２８年３月１日から９日まで、町内５カ所の公民館等で説明会を

行いました。全体での参加者数は６５人でございました。児童・生徒の保護者の出席が低く、低

調であった感は否めません。 

 しかし、おいでになった方は、さまざまな御提言や御意見を出されましたので、それを今後、

当計画にどのように反映させるかは、今月末開催予定の教育委員会のほうで審議をさしていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  教育長、中身にどういう意見が出たかということについては、具

体的には答弁ができない。もし差し支えなかったら、お聞きしたいんですが、どうでしょうか。 

 人数とか、低調とかというんではなくて、中身についてどういう、町民から意見が出たかとい

うことについて、もし差し支えなかければ何点かお聞きしたいと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  たくさんの提案がございました。一番多かったのは、学校の統合につ

いての御意見がございました。なぜ統合しないのかという御意見が、結構出てまいりました。 

 また、特に中学校の部活問題について、子どもが少なくなっている。子どもたちは部活をした

がっている。それについて、何とか対応はできないのかとそのようなお話もいただきました。 

 さらに、教育の振興計画案の中身について、個別具体な、例えば公民館の配置の問題とか、そ

のような多種多様のお話が上がってまいりましたので、ここでそれを逐一申し上げますと、かな

り時間かかってまいります。まだ、それ、今現在、まとめている最中でございます。次回、３月

２５日に開催いたします教育委員会のほうで、そのほうは全てつまびらかにさしていただきたい

と思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  教育長、済いません。通告でない質問をしましたら拒否をされて

結構ですので、大変申しわけありません。 

 今、教育長の答弁の中で、大変な重要なことを、今、述べられました。私は、この意見交換会

の中で、学校統合に対して反対の意見が出たと、私は思っておりましたが、先ほどの教育長の答

弁では、なぜ統合しないのかという意見が一番多かったということを、教育長、今、言われまし
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た。これは、今後のことにつきまして重要な、私は、町民の皆さんの声だと思っております。 

 私の先ほどの質問は、どっちかと言えば反対の声のほうがあったということを、六日市会場の

様子を、今、申しましたが、教育長のお答えは、なぜ統合しないのかという声が多かったという

ことが、町民の皆さんが多くおっしゃったということ。これは町民の、私は大きな声だと思って

おります。非常に重たい声だと思っております。 

 そこで、教育長に事実確認をいたします。私は、町民の皆様と非常に誤解が生じているという

ことで思っておりますが、１月１３日の教育委員会において、蔵木中学校と六日市中学校とを統

合するという基本方針を決定したということを聞いております。これは、事実でしょうか、事実

でないでしょうか。そこだけ、また、あと質問しますのでお答えお願いします。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  その前に、先ほど議員がおっしゃいました統合について、反対という

意見がなかったということでございますが、計画書案の説明の中では、基本的に全ての学校は存

続していくという記載をしておりますので、それについて賛成という意見は当然出てまいらない

と思います。計画書案に同意されてる方々につきましては、私どもの基本的に統合はしないとい

う方針に賛成の方だと思っております。ですから、私どもの計画について異議を持ってられる方

が、なぜ統合しないのかという御意見を出されたものと、私どもは解釈しております。 

 また、先ほどの１月１３日の決定のことについてでございますが、確かに教育委員会で、蔵木

中学校と六日市中学校を統合するという方針を出しておりますことは間違いありません。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  私は、その決定をしたという、基本方針を出したということなん

ですが、そこを町民の皆様と、私は誤解が生じていると思います。 

 よく知ってもらいたいのは、幾ら教育委員会が統合をするという基本方針を出されましても、

決定するのは、町長が中学校の統合という条例の改正案を議会に出されまして、議会で質疑をし

て、そして議会での議決を受けて決定であります。 

 先ほど教育長が基本方針を決めたということでありますが、そのことで一部の町民の皆さんは、

もう既に蔵木中学校と六日市中学校が統合するんだと決まったのごとく、一部のほうでは言われ

ておりますが、私は、そこに誤解が生じていると思います。さらにつけ加えますが、その誤解が

生じているということに対しまして、教育長は、２月の教育委員会で、これはあくまでも教育委

員会の基本方針だということを、改めて説明されたということでありますが、それについても事

実でしょうか。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 
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○教育長（青木 一富君）  お答えいたします。 

 ただいま議員がおっしゃいましたように、１月の方針につきまして誤解を生じた箇所がござい

ましたので、２月の時点で、１月の決定は、それは統合を決定したわけではない。あくまでもそ

ういう方針を出したんであるというところで、教育委員会の中で意思の確認をさしていただいた

ところです。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  ここからがスタートというふうに、私は思ってます。ここから議

論を重ねまして、そして、最後は議会で決めると。だから、何もまだ統合するということは決ま

ってるわけではないということは、町民の皆さんには御理解をいただきたいと思います。 

 私は、教育委員会がこのように基本方針を決定をされたのであれば、私は教育振興計画の中に、

なぜ基本方針を堂々と明確に盛り込んでおられないかということを、私は疑問に思います。この

資料によりますと、「吉賀町は小規模校が多くありますが、拙速な統廃合は行いません。小学校

においては原則として全ての学校を存続させます。一方、中学校においては全てが存続できるよ

うに行政は努力しますが、学校、地域等にもそれぞれの立場で努力してもらうように働きかけま

す。ただし、小規模校については、その弊害も言われており、学校、保護者、地域、行政がしっ

かり協議を重ね結論を出します」というふうにこの計画案には載せられております。 

 私は、これはどっちにも取れるような。１２月議会でも言いましたが、活力ある学校づくり検

討委員会でも、同じようなことが報告されております。学校づくり検討委員会では、「吉賀町の

小学校、中学校に対して拙速な統廃合は行うべきではないと考えている」と。「しかしながら、

どうしても統廃合が避けられないと判断された場合のみ検討する必要があります」と。 

 同じように、ほんとにどっちともとれるような、はっきり申し上げるといろいろ誤解が生じる

ということで、どっちにもとれるようなことが報告されていますが、教育委員会が基本方針を決

めたんであれば、私はこの計画案の中に堂々と学校再編を進めるというふうに、案でありますの

で明記して、それに対して、また、いろんな意見を聞き、また、質疑を行い、それで町民の意見

も反映し、また、これ案でありますので、私はこの計画案には盛り込むべきだと思っております。 

 次の学校再編についてお聞きしますが、１２月議会で、私は教育長に蔵木中学校をどうするの

かということを質問しました。教育長は、「まずは蔵木地区に行きまして、地域の皆さん、ある

いは保護者の皆さんの意見を十二分に聞く」ということを答弁されておりますが、それは１２月

議会のことでありますが、その後いかがされたでしょうか、お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  １２月に蔵木中学校のことを、今後の計画を申し上げまして、その後
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どのように動いたかという御質問でございますが、まず、保護者の方々のお話を伺いました。そ

うして、先ほど来より経過がありますように、１月１３日に、そういうような統合という方針を

委員会で出さしていただきました。 

 そしてその後、今現在、２カ月たっておりますけど、今まで保護者の方々と３回の話し合いを

さしていただいております。保護者の方の意見としましては、六日市中学校との統合を望む声が

圧倒的でございます。しかし、まだ委員会としてその統合を決定したわけではありません。今後、

蔵木地区の方々の御意見や学校や生徒の声を聞きながら、このことにつきましては慎重に取り組

んでいきたいと思っております。 

 蔵木地区の方々にとりましては、地域のシンボルである中学校がなくなるという事態は、それ

は、それは、衝撃的なことであろうと推し測ります。しっかりと、今後も話し合いを繰り返しま

して、関係者誰もが納得できるような、そのような結果に導けるように、教育長として責任を持

って取り組みたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  繰り返すようになりますが、教育委員会としても方針を出した、

基本方針を出した。そして、今の教育長の答弁では、地元の方も賛成の声が多いというようであ

れば、地元の声を最大限に尊重して、この計画案に学校再編を進めるという方針を、私は盛り込

むべきだと思っております。教育長は慎重に進めるということでありますので、よろしくお願い

します。 

 繰り返すようになりますが、蔵木中学校の現状を、まいたびここで述べまして、ほんとに蔵木

の皆さんには申しわけないと思っとるんですが、今回も現状につきまして、あんまり教育委員会

がはっきり言いませんので、現状をまた述べますが、町内の小学校、中学校は町立であります。

いわゆる町民の皆さんの税金の中からも学校の運営に使われております。 

 となると、私は町内の小・中学校が同じ環境で、平等でなければならないと、私は思っており

ます。蔵木中学校は４月からの生徒が１０人であります。そして、この基本計画案に学校の統廃

合がこの５年間でなかった場合、このままでいった場合は、５年後は生徒が５人であります。し

かも男子生徒は１名で、その方は３年間１名であります。 

 これは、ほんとにこの現状が平等なんでしょうか。同じ環境でしょうか。私はほんとにちゅう

ちょなく、この蔵木中学校のことを、まず大優先に考えるのが教育委員会じゃないでしょうか。

地元もおおむね賛成であれば、私は堂々と進むべきだと思ってます。 

 第一に子どもたちのことを考えてください。部活の選択肢もない。５年後には生徒は５人にな

る。それが１中学校です。確かに小規模校は、小規模校のいいという意見もありますが、私は、
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これは余りにも不平等だと、再三繰り返して申しておりますが、現在も思っております。 

 授業でありますが、生徒に応じて先生が配置されます。生徒数に応じて教員が配置されます。

担任の先生がオールマイティーに小学校は授業をされますが、中学校は教科担任制であります。

いわゆる教科専門の先生が授業をされます。小規模校の場合は、先生が少ないので講師を招いて、

その講師の方が専門の教科を授業されます。 

 これは、講師の方がいいとか、悪いとか言いませんが、他の学校ではその教科の専門の先生が

授業をされますが、小規模校ではそうでないと。講師の方が授業されます。この辺も、私は同じ

町立であれば、平等に考えるべきだと思っております。くれぐれも講師の方が悪いという意見で

はありません。あくまでも平等だということを申し上げております。 

 この５年間、教育長、蔵木中学校はこのままですか。このままでいきますと５年後は５名であ

ります。ほんとに厳しい状況が続きます。私は、ほんとに蔵木中学校の皆さんのこと、地域のこ

とを、蔵木中学校の生徒の皆さんのことを第一に考えて、もっともっとこういう中途半端な方向

を出さずに、この５年間で学校再編を進めるということを、私は、もっと強く教育長に望むもん

でありますが、差し支えなかったら、教育長のお考えをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  議員がおっしゃいました蔵木中学校の状況につきましても、私も十分

現状は認識をしております。そして、将来どうなるかということで、大変心を痛めております。

なので、先ほど申し上げましたように、責任を持って速やかに、今の子どもたちがより中学生ら

しい生活を、暮らしを送れるよう。そして、子どもたちに、もっともっと友だちをふやしてやり

たい。そういう思いで今後も取り組んでまいります。 

 また、全体の中学校の統合ということにつきましては、この計画書にもございますように、基

本的には存続という考えでおります。ただし、極小規模である蔵木中学校につきましては、その

例外であると、私は思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  この学校再編につきまして、最後に、非常に重たい発言がありま

したので紹介さしていただきますが、１２月に活力ある学校づくり検討委員会がビジョンをつく

られました。そして、それをもとにされまして、教育委員会がこの教育振興計画案をつくられま

した。 

 それのすり合わせ会といいましょうか、お互いの意見を聞くという意見交換会が、１２月に委

員長の作野島根大学教授も来られまして意見交換会が始まりました。傍聴者も１０人以上おられ

まして、非常に町民の皆さんが関心があるということだと思いますが、１０人以上おられました。 
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 その中のまとめのとこで、その作野先生は、先ほどの教育長の行動が不信だという意見がある

ということを述べましたが、このことに関しまして作野先生は、「教育長は恐らく５年間しかな

いので、直ちに行動を起こさなくてはならないと。それで教育長が行動したということと理解す

る」と。「ほとんど現状はまったなしであるように思います」というふうな先生がお答えられま

した。 

 教育長を応援するわけじゃありませんが、教育長、１１月に就任されたばかりであります。肩

の力を少し抜いて、そして、子どもたちのことを第一に考えて、この５年間の計画案に基づいて、

学力の向上なり、学校再編なりほんとに課題が多いですが、肩の力を抜いて取り組んでいただき

たいと思います。 

 そして、もう１点だけ、作野先生の言葉を紹介します。「小規模校については、特に中学校の

ことを上げておりますが、これは統合もやむを得ないということはビジョンで書いております。

この場で言えば、これは蔵木中学校のことです」と。作野先生は、蔵木中学校の統合については

やむを得ないということをまとめで、委員長としておっしゃいました。これは議事録に載っても

おりますので、これは私も大事な意見なので確認しましたが、議事録にも載っております。 

 私は、この作野先生の重たい発言を十二分に含めて、教育長に頑張っていただきたいと思いま

す。答弁ありますか。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  私は、今議員がおっしゃったように、肩の力を抜いてとおっしゃいま

したけど、私は、誠意はスピードだと思っております。ですので、スピード感を持ってこの問題

に取り組みたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  それでは、４問目の質問に移らさせていただきます。ここはよく

５番議員が、だいしょうお前夢があること言いやというふうに、よく５番議員が言われますので、

この質問は、夢を持った質問をさしていただきます。 

 それは、備中屋跡地に町民文化ホールの建設をということであります。この質問も２回目であ

ります。この質問を前回したところ、町長は「町内に７０の文化団体がある」と。「その７０の

文化団体を文化協会にまとめて、そして、その文化協会から、ぜひともホール付きの文化ホール

が必要だというような盛り上がりがあれば、検討するまでは言いませんでしたが、盛り上がりが

ほしい」と町長は答えられました。 

 私もいろいろ聞きましたが、７０もある団体を一つにまとめるというのは、非常に困難であり

ますし、これは進みそうにもありません。従いまして、この文化団体からの要望というのは個々
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にありますが、大きなうねりには、私はならないんではと思っております。 

 しかしながら、この旧備中屋の跡地は、立地条件も国道に面しておりまして、また、吉賀町の

中心部にあります。これを今のままでは駐車場ということでありますが、余りにももったいない

と思います。私は、この文化ホールは学校行事にも、また、町内のいろんな行事にも、また、映

画とかいろんなことに使われます。 

 今の基幹集落センターの大会議室を使いますが、椅子を並べたり、音響効果も非常に悪く、音

響も持ち込まなければなりません。非常に何かを発表する時に、非常に困難なものであります。 

 私は、ぜひこの備中屋跡地に小ホールを兼ねた文化ホールの建設をお願いしたいと思います。

例えばこの名誉町民であります澄川喜一先生に設計なり、監修をお願いすると。そして、ステー

ジのどんちょうには、同じく名誉町民であります森英恵先生のデザインを用いるとか。あるいは、

今、澄川喜一記念公園という彫刻の森がありますが、例えば命名を許可を得て、吉賀町森英恵記

念ホールとか、そういう、あるいは澄川喜一記念ホールとか、そういう命名をつきますと、これ

は吉賀町のＰＲになります。 

 県内はもとより日本中に、あの有名な全国の世界にも名をはせた澄川、森両先生が、監修なり

デザインをした文化ホールが吉賀町にあると。どうだろうかというふうな関心がホームページで

も発信できますし、関心があるのは間違いありません。 

 実現には大変難しいと思いますが、私は、例えばホールに観光協会の事務所をつくるとか、吉

賀町の特産、あるいは観光名所をパネルで展示するとか、いろんな活用があると思いますが、ぜ

ひともこの備中屋跡地に文化ホールの建設を、ぜひ検討をしていただきたいと思います。町長の

お考えをお聞きすます。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  桜下議員の、今、解体しております備中屋百貨店跡地について、町民文

化ホールの建設をということでございますけれど、これにつきましては、国の交付金の申請をい

たしまして、いわゆるわずかな金なんですけど、国からいただくということになれば、跡は公共

施設をつくりなさいということでございますので、当面は駐車場ということで申請して、国から

の補助金をいただいたところでございます。 

 そうしたことで、今、駐車場ということでしておりますけれど、これでもう行くんだというこ

とでなしに、しばらくは駐車場としておきながら、これは有効活用は当然図っていかなきゃなら

ないというように考えております。 

 昨年も御質問にいただきまして、その答弁の中に、文化サークル等、そういった活動、そうい

ったもので文化協会というのが必要じゃないかということで、私も前々教育長のころから文化協

会の設立をお願いしてきておるわけなんですけれど、なかなかそういった方向に、まだ動いてい
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ただいてないということでございます。 

 今後、教育委員会に、そのことにつきましては期待をしておるところでございますけれど、そ

うした文化的な動きと言いますか、活動といったものは、人間の精神的なメンタル的なものを癒

やすためにも必要なことでございますので、そういった文化活動は、当然、これからも力を入れ

ていく必要があるというように思っております。 

 今の跡地にということでございますけれど、文化ホールということになりますと、相当大きな

ものでないと、私の思いますのは、面積ではとても足りないんじゃないかなと思いますし、くれ

ば建物の周りにそれなりの植樹等も行わなきゃならないし、車も近くまで来れるようにしなきゃ

ならないしといようなことで、私はちょっと難しいんじゃないかなというように思っております

し、また、文化ホールを建設するということになると、それなりの近隣のところでは、県がつく

っておりますグラントワ。センター長は澄川先生なんですけれど、それが総事業費が１６８億円

ということです。 

 これの維持費が、年間７億円ぐらいいるということでございますので、そうしますと、どうい

うものをつくるのか、そういった文化ホールをつくるということであれば、それに学芸員という

専門家を置きながら、そういったところで芸術、文化活動を進めていかなきゃならないというよ

うなこともございます。 

 そういった意味で、今後、そういった視野も否定するわけじゃございませんので、跡地利用に

つきましては、私どものほうで考えるんじゃなしに、住民の皆様方の御意見、議員の皆様方の御

意見、また、有識者の御意見等を聞きながら協議していく必要がある。早急な結論を出すべきで

なしに、そういった検討を重ねながら、この町の１００年先、２００年先にいいものつくってく

れたなというようなものをするべきだろうというように思っております。 

 今、議員がおっしゃいましたように、ああして澄川先生のモニュメントをしたり、彫刻の道と

いうことで。あれも一時、荒れておったというようなこともございますんで、澄川先生に、先生

のお名前をいただければ、私のあと、今後、ずっと後輩たちがおろそかにすることはないんで、

ぜひという。先生、最初は嫌がったんですけれど、そういった意味で、ぜひお名前をいただきた

いということで、つけていただいたわけでございます。 

 今、言うように、先生のお名前をつけてということのホールということになりますと、また変

なものはできませんので、先ほど申し上げましたように、今後の活用については、議論を重ねな

がら、後世に誇りが持てるものをつくっていく必要があるというように考えております。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  以上で、質問を終わります。通告にない質問をさしていただきま

したが、答弁をしていただきまして、まことにありがとうございます。以後、十分に気をつけま
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す。 

 以上で、質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、２番目の通告者、４番、桜下議員の質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  ここで１０分間休憩します。 

午前10時42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時52分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは休憩前に引き続き一般質問を再開します。 

 ３番目の通告者、３番、三浦議員の発言を許します。３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  それでは、質問通告書に基づきまして、１点ほど町長に質問いた

します。 

 町長施政方針によるまちづくり対策の効果はということですが、この施政方針により、まちづ

くり対策いろいろ書かれておりますが、これまでにこの吉賀町、旧六日市町から始まりましても

そうですけど、あらゆる数々の問題を抱えております。 

 その中にまず、１番と言えるのは人口減少と。これは、どこの地方でも人口減が止まらないと、

そういったことを言われております。 

 吉賀町だけの問題ではありませんが、また、振り返るにやはり今の六日市町の現状として、現

状と言いましても、１０年、２０年前に振り返りますと、何回も言いますけど、この吉賀町には

中国縦貫道があります、インターチェンジがあります。その中でやはり、こういった経済効果が

どの地区でも必要なわけですが、特にこの島根県の西の端にインターチェンジがついたいうこと

に関しては、すばらしい経済効果がいまだかつて続いております。 

 そこで、今の現状はどうですかという話になるわけですが、この施政方針の中にもいろいろな

分野で書かれております。農業問題、また小水力発電等、介護・福祉、さまざまなことが書かれ

ておりますが、その中で、４項目ありまして、安心して働ける仕事をつくる、新しい仕事の流れ

をつくる、結婚・出産・子育ての希望を叶える、協働と連携により住みよい町をつくると、４項

目立派なことを書かれております。 

 このことは計画案として、もちろん当然必要なことでもありますし、非常にこの吉賀町にとり

ましても現実味のある、こっから目指していかないといけないというところで、総額で７億

１,８００万円の予算がついておりますと。 

 この７億１,８００万円の予算ですが、大変高額な金額ではありますが、昨年から言います地

方創生人口ビジョンとか、等々、報道でも日本中がそういった風に取り巻かれておるとこなんで



- 251 - 

すが、７億と言いましても、全国レベルから言いますとそんなに大した金額ではないのかなあと

いうとこもあると言えます。 

 これから、５年のプロジェクトで、いろいろな試行錯誤をして計画に基づき進行していくわけ

ですが、まず、これからの７億１,８００万円に対して、そういった目標に関しまして、町長が

いろいろな手法でやられると思います。 

 例えば、５年後、１０年後を想定しまして、例えば、５年後はこの方施策により、こういった

吉賀町は環境になりますよとか、こういった現状が望めますと。そういったところを伺いたいと

思います。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  それでは、三浦議員の質問でございますけれど、まして、先人がああし

て中国自動車道を建設に向けて努力されてこられて、議員がおっしゃいますように、吉賀町のと

りましては、非常に恩恵をこうむっておるというように思っております。 

 やはり、そうした面におきましては、新しいものの流れ、そういったものもやはりつくってい

く必要があるというように思っております。以前、岩国・益田間について高速道路という御質問

もありましたし、そのことについては、今いる経済界、商工会議所等で、岩国市長のお話では、

まず引っ張っていって行政を引き込むようにしてほしいということでございましたので、私ども

とすればそういった方向で対処していく、やはり大きな人の流れといったものも変えていく必要

があるんじゃなかろうかと思っております。 

 平成２８年度当初予算におきまして、地方創生対策に関する事業につきましては、議員おっし

ゃいましたように、７億１,８００万円でございます。この中で目玉としておりますのは、やは

り子どもを減らさない取り組みということで、いわゆる婚活出会いそういった部分の支援を行い

たいと。 

 やはり、子どもの笑い声、泣き声、歓声が上がって、活気のある町と思っておりますので、そ

ういった意味で、やはり子どもを大切にする施策というのは、これからも充実させていかなけれ

ばならないというように思っております。 

 出会いから、結婚、出産そして高校卒業までのサポートを行っておりますけれど、これらとと

もに安心して子育てができる環境を整備する観点から、企業立地や地場産業の活性化などにより、

仕事の創出を図っていこうというように思っております。 

 また、ＵＩターンなどの移住に関しましては、定着率を向上させるための方策として、このた

び移集支援員の配置の計画をさせていただき、予算化をお願いしておるところでございます。 

 先般の全員協議会でもおきましても、説明をさせていただきましたが、現在不足しておる空き

家の確保、またはその地域の活動支援を行いながら、地域が必要とする人材を把握し、移住者の
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中から地域が必要とする人材を紹介できるよう配慮し、定着率の向上と地域活性化を目指してま

いりたいと思っていうように思っております。 

 いずれにいたしましても、単年度の事業で成果があらわれるものでもございませんし、やはり、

５年先、１０年先、３０年先へつなげていくような事業をしていかなければならない。 

 先般、読んだ雑誌の中で、今、サッカーの本田圭佑という選手がいらっしゃいまして、普通、

現役をやめてから、野球スクール、サッカースクールといったもんをやるんだそうですけど、今

現役で今アメリカのほうで、世界でつくりたいということで、アメリカでやっておられる。なぜ

アメリカかというと、やはりアメリカには人口がふえておる。アメリカに来て、アメリカンド

リームということが言われておりましたけれど、やはりアメリカに行けば何か１つ成功できるん

じゃあなかろうかというような、彼は勝負師でございますので、そういった勝負師の勘があるん

じゃなかろうかというように思いますけど。 

 そういった人がよって来る魅力のあるそういった地域をつくっていく、そうすれば、やはり若

い方も高齢者になられても、この町はすばらしい町だということで、移っておいでになれる、そ

ういったことで、やはり若い方だけでなしに、これまで御貢献いただいた高齢者に対しても配慮

ができる事業を進めてく、施策が進めていけることを行いながら、議員がおっしゃいますような

地方創生、地方のいわゆるこれはどこも、どの町村もこれに立ち向かっておるわけでございます

ので、やはりこの地域のやる素材、そういったものを付加価値をつけながら、有利に展開してい

く必要があるというような思いでございますので、そういったことも含めながら、対処していく

考え方でございます。 

○議長（安永 友行君）  ３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  今、町長からも御言葉ありました。ＵＩターンの云々いうことが

ありましたが、やはり先ほど言いました人口をふやすということ、それが一番大事なことだと思

っておりますが、新年度より移集支援員を配置するということで、全国情報発信といろいろな方

法によって移住者をふやすと、そういったことも書かれております。 

 またこれも現状のことを言いますと、なかなか今ＵＩターンの方が何十人かおられますけど、

その中で現実一生懸命やられている方もおられますし、そうでない方もおられるようです。 

 ＵＩターンで一つにとっても、いろんなさまざな支障、問題等あるわけですが、今からＵＩ

ターンを募るに対して、まず、私の耳によく入ってくるわけですが、皆さんの耳に入ってくると

思うんですけど、まず、住むところがないと。アパートがないと、一軒家がないと。今、ネット

で空き家バンクでも、実験デモですか、一応空き家バンクいうことで案内しているわけですが、

このＵＩターンの方はもちろんですけど、また、県外から出張で来られるとか、そういった方も

当然おられると思います。この町内においては、ホテル・旅館等々、四、五件あると思いますけ
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ど、そこでは今の現状でも、満席みたいなことも聞きます。 

 まず、ＵＩターンふやすいうことも当然大事なわけですが、それに対するやはり受け皿がない

いうことがこれも一つの現状ではないかと思っております。 

 昨年１１月に真田グラウンドみらいがオープンしまして、これからまた、この春からいろんな

面でかなり期待ができるんではないかというとこもあります。その中で、やはり、去年は何回か

の試合をしまして、地元の業者が多少なりの恩恵を受けていると思います。何かすればこういっ

た現象が、経済効果そういったものが絶対ついてきます。やはりこういったものを機にいろんな

面でチャンスを逃すことなく、進めていくことが人口増加にまずつながると思われます。 

 また、ちょっと戻りますけど、今真田グラウンドのことに関しては、例を挙げて言いますと、

これから来年度も今から盛んにやってくると思います。そして、当然県外からも父兄の方も一緒

に来られ、交流人口が今までとがらっと変わった形でふえるんじゃないかとまずそういうことが

予想されます。 

 やはり、こういったことを継続していくに当たっては、宿泊施設がないと継続はまずできませ

ん。今まちづくりの中で柿木、沢田と住宅の増設また建てかえとそういった計画もありますけど、

それ以外にもこういった住宅関係が必要なのではないかと、宿泊施設が必要ではないかというこ

とが、今、喫緊の問題ではないかと思われるわけですが。 

 先ほどの前議員より、備中屋の跡地に澄川喜一さん、森英恵先生の記念館をつくる等々、ホー

ルをつくる等、そういった提案もありましたが、私もそういったことを昔考えておりましたけど、

やはりこういった現状を見ますと、せっかくのチャンスがありながら住むところがないとそうい

ったことになれば、またそのチャンスを逃すと、吉賀町はそういった繰り返しをしてきたんじゃ

ないかという思いもありまして、今がチャンスだいうところでの備中屋の跡地にそういった何ら

かの誰でも宿泊できるそういった施設をつくったほうがベストじゃないかないう思いもあるわけ

ですが。 

 やはり、住むとこ、あとは雇用ですね。雇用にしても、なかなか前から言います企業誘致をな

かなか難しいと。来年度は農業関係で誘致企業ということで入られるらしいですけど、その他に

もこの地元で、吉賀町で２団体ぐらい農業をやろうじゃないかと、儲かる農業をやろうといった

意気込みもありますんで、やはりこの地におけばいろいろ製造業いろんな業種もありますけど、

やはり農業が一番ベストなとこなのかなあいう思いもあります。 

 そういったところで、やはり儲かる農業、飯が食える農業をやってやればこの地にしてもやり

やすいところもありますし、そして、雇用と先ほどありましたＵＩターン、徐々にふやしていけ

ば、ちゃんとした確立した吉賀町はこういった町ですよと、農業の町ですよと、そういった全国

に胸張って言えるようなまたブランドに関してもつながってくると思います。 
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 やはり、そういったことをやることによって、いろいろな先ほどのサッカーではありませんけ

ど、地元企業も地元事業所もそうですけど、いろんな面で携わってくると。そうすれば町がやは

り活性化してきますので、ぜひ、ぜひというよりまずは人口をふやすことを雇用をふやすこと、

そういったことを行政また町議会また民間の方を協働でという言葉もありますし、しっかりその

辺を確立してやっていかなければ、いままでどおりの吉賀町で終わるんじゃあないかなというと

こが考えられます。 

 しかしながら、私２年半弱ですけど議員の席に携われまして、この２年半ぐらいの間で若干で

はありますけど、行政、町長、行政の仕事する姿もいろいろ見てきております。その中にも反発

することもあるかもしれませんけど、やはり、吉賀町全体から見ていきますと、以前の吉賀町に

比べますと少しばかりではありますけど、発展している兆しがあるんじゃないかと。やはり今の

総合戦略ということもあるかもしれませんけど、そういった期待感も今もっております。やはり

そういった気分を今からどんどん盛り上げていかなければ、これからの吉賀町の将来は大したこ

とないということにもなりますんで、この総合まちづくり、これを機にぜひ町長また行政の方に

も頑張ってもらいたい、いうとこであります。 

 まちづくりの計画の中で、１言書かれておりまして、「自然の恵みに育まれ、人と共に生きる

自立発展のまち」と、この「自立発展のまち」いうところが、私一番気にかかるわけですけども、

まあ、べらべら言いましたけれど、まずもうこれからは頼る産業と言いますか、頼っていてはこ

の町はもう伸びないと思います。誘致企業をあてにするとかそういったことも含めてだと思いま

すけど、やはり吉賀町行政官と民が一つになっていろいろ知恵を出し合い、そして、自立するそ

ういった雇用の関係、住むところもそうですけど、そういった町を構想してやっていかなければ

ならないと思います。 

 ちょっとまた戻りますけど、今の住宅、宿泊の問題ですけど、そういった現実的な問題に関し

て町長は今後のその住宅関係に対してまた雇用の関係に対してもどのように思われておられます

か。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  議員いろいろおっしゃいましたんで、ちょっと整理がちょっと難しいか

とは思いますけれど、まちづくりにつきましては、以前から申し上げておりますように、やはり

産業基盤的な産業、それに派生する産業ありまして、やはり、基盤産業をしっかりやれば、それ

から派生する事業が出てくる。吉賀町におきましては、農業、また、ヨシワ工業さんのような製

造業、そして六日市病院、これらの派生するまた運送業等、サービス業、飲食店等が出てくるわ

けでございますけど、やはり基盤産業をきちんとする必要があるというように思っております。 

 そういった中で、やはりこれからああして、ヨシワ工業さんに対しても、六日市病院さんに対
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してもできるだけの支援はしていかなきゃならない、そうした中で、どうしたものが派生産業と

して取り組めるかということで、ああして農業につきましても、米を藩政時代がつくっておるわ

けでございますけれど、そうしたものを今野菜また果樹いろいろあるかと思いますけれど、そう

したもので今、ああして有機農業が進んでおりますけれど、米はなかなか有機を入れたら難しい

部分がありますけれど、そうした野菜また果樹、そういったものについては、ある程度有機とい

ったものでも取り組めるというように思っておりますので、そういったものに対処していく必要

があるんではなかろうかと思っております。 

 また、住居についてでございますけれど、これにつきましては、七日市で既に募集しておるか

と思いますけれど、若い方が住んで、行く行くは手狭になった場合、２人３人目の子どもができ

た場合、自分の家で増築するなり新築するなりといったことでの助成制度といったものをつくっ

ておりますし、住宅の建築といったものは町で計画的にやっております。 

 しかしながら、議員がおっしゃいますように不足している部分がございます。そうしたものに

つきましては、やはりああして空き家が多ございますので、そういったものをしっかり活用する

必要があるんじゃないかというように思っております。 

 また、たまたま昨日柿木中学校の卒業式に行ったんですけど、その後知人のところに寄ったん

ですけれど、Ｉターンが古い家を借りて友達で直しておるんだという、これについては、町のほ

うで古い家財を処分する場合は処理費を助成しておるし、改修経費についても町が助成しており

ます。 

 そういった意味でやはり活用されないそのまま立ち腐れになるようなものをそうさせないで、

活用するといったことも必要なんで、やはり持っておられる方で町外にいらっしゃる方からも、

そういったものをお借りするといったようなことも、きちんとした制度として、つくる必要があ

るんではなかろうかというように思っております。 

 また、住宅につきましては、まだ予算化は補正でお願いするようにしておますけど、一般の方

がアパート等建てられれば、それに対する町の助成、県の助成あるわけですけど、県のはいろい

ろな条件があるようでございますので、町もそういった助成制度を今後補正で計上いたしますの

で、御審議の上、御可決いただきたいと思いますけれど、そういったことも今考えておるところ

でございます。 

 また、交流人口につきましては、真田グラウンドが出てまいりましたけれど、そこも、今、宿

泊施設もありますけれど、この前も稟議が上がっていたのに５０名規模で合宿をしたいというこ

とでございました。そうしますとやはりあそこでやると泊まるのが足りない部分があるんで、今

後はいろいろお願いしております、サクラマス交流センター等の建設等も行いながら、そういっ

た部分に対して対処していく考え方でございます。 
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 やはり人が集まれば、金が集まるということでございますので、やはりお金を持たないで来る

人はいませんので、人が来ればジュースの１本でも買って帰られることもありますので、やはり

人が集まる、よそにないものをつくっていけば、こうして人が集まるんだなというように思って

おりますので、やはり今思っておりますのは、澄川喜一記念公園と言いますか、彫刻の道を整備

しております。そういったものも、ただこれが完成するまでに時間をかけておるだけでなしに、

あしたせっかくの桜が植わっておりますので桜の時期になればライトアップをするなり、また、

冬にはＬＥＤで電飾で人が来て、近辺にないような電飾で飾れば、人も来てくれる、そういった

こともありますので、やはりそういったもの、まだ、ほかにも大井谷の棚田あたりも電飾すれば、

水を張ったときまたは早苗のときまたいわゆる刈り入れの時期、いろんな時期で、そういったも

のも人を呼び集められるんではないかと言うように思ってますので、そういったいろんな考え方

を取り入れながら、対処していく必要があるんじゃないかというように思っております。 

 また、先ほど申しました住宅を建てた場合でございますけれど、新たな仕事をつくるためには

創業支援をしようということで、これについてもまだ予算化はしておりませんけれど、１人の方

が新しい仕事を始められる、そうすればやはり個人的な資金も要りますので、２分の１補助をせ

めて上限５００万円ぐらいをみて、思い切った起業にやる御支援をする必要があるんではなかろ

うかというようなことで、内々には話を進めておるところでございますが、議員おっしゃいます

ようにこうして施政方針ではこういうことがやりたいんだというようなことで、いろいろなこと

を書いてございます。しかしながら、やはりこれの一番最初の基本はどうしても財政の規律、そ

ういったものをきちんとしていかなきゃならない。そういった意味で財政的な制約がある中で対

処していくわけでございますので、なかなか私どもも思うようにならない、周りから見ても何も

してないんじゃないかなというような思いがされるかとは思いますけれど、やはりそれぞれの担

当課農業については先般もお願いいたしました捨て去られようとしておりましたいわゆる地元の

茶を取り上げて、それもまた、拡大しそれを販売をまた広いインターネット等を使いながら、対

処しようという新しい試みをしておりますし、いわゆる薬草等の、耕廃地を薬草等で収入源にな

らないだろうかというようなことも、検討して御協議をさしていただいておるところでございま

す。 

 そういった意味で、あらゆることを行いながら可能性があるものについてはそれに資金、また

マンパワーそういったものを注入するんだという考え方で対処しておりますので、御理解いただ

けたらというように思っておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  ありがとうございます。 

 住宅関係については大体のこういう計画はありますということがわかりました。やはり、現状
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に基づいてそぐっていかないと間に合わないと言いますか、継続できないいうこともありますん

で、そういったポイントで、やはりそこら辺はこれがチャンスと見越して、早急な対応していた

だければと思います。 

 ちょっと補足ではありますけど、先ほど農業の話も出ましたけど、一つ忘れてましたが、今、

農業の水稲また野菜等々いろいろあります。有機野菜、前議員が表彰のことを言われましたけど、

こういったことももちろん含めまして言うことになるかもしれませんけど、今、島根県でこちら

でも何件かもうやってるんですけど、ミニトマトの生産をしております。どうもＪＡさんの聞く

話では、県下でこの吉賀町がミニトマトが出荷量が一番多いという統計とっておりました。 

 やはり、こういったこの地できるもの、若い人から高齢者の方まで農業というのは年齢の余裕

がかなりありますので、そういったことも含めて若い方から高齢者の方まで、そういった職につ

けると。こういったものを、どんどん六日市の象徴としてふやしていけば、このまま一つのミニ

トマトと言いましても、ばかにならないんじゃないかと思っております。また、ワサビ等々もあ

りますけど。 

 そういった、先ほど言いました二、三団体がそういう農業団体組みまして今から儲かる農業や

りますとみたいなことも聞いてますし、そういったものに対してもやはり行政としてもしっかり

した補助金等々の支援、対策を町長言われましたように、ぜひ、支援していってほしいと思いま

す。 

 それから、施政方針についてということで、かなり分野が多いわけですけど、本来なら教育の

面とかいろいろ言いたいとこもありますけど、やはり、雇用があってそして、住宅、住むところ

はある。これがあって初めて今最終的に教育につながるんじゃないかいうとこもあります。 

 簡単に言えば、ＵＩターンの方が吉賀町に来まして、雇用がまずあるかないかと職場があるか

ないかというとこからまず始まってきます。「それじゃ、あります」と「それじゃあ住むとこあ

りますか」、「いや、ありません」「それじゃあ、やめようか」当然こういった流れが何回も今

まで続いてきたところと思われます。やはり、ワンステップ、ツーステップまで、なかなか進ま

れないとこが今の現状だと思っています。 

 ここを住宅問題、住宅のことに関して私が言ったのはそういうとこなんですけど、やはりそう

いう雇用、住宅がそろえば当然家族もできますし、そうすればやはり子どもさんの出生、こうい

ったものも当然つながってきます。これ、難しく考えるのではなしに簡単に考えても、世の中そ

ういう物理的にもそういうふうになってますんで、これをいかに努力してやるか、やらないかの

この２つに分かれると思います。 

 今まで吉賀町は、そういった努力はなかったんだなみたいな、私が勝手に判断しているところ

もありますけど、やっと熱が今上がってきながら徐々に期待が持てるかないう気持ちでもありま
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す。 

 その先言いますと、雇用、住宅、教育、その次はやはり教育が例えば学校の問題も先ほどいろ

いろ出ましたけど、再編成の問題にしてもそうですけど、今の現状ではなかなか難しいところ、

決断しないといけないところ、出てきてるのが現状と思います。 

 しかしながら、こういったステップを踏んでいけば人口増は当然、自然増してふえていくと思

われます。そういった自然増、ふえていけば、行く行くは学校編成しても歯どめもかかりますし、

そういったことが起きれば、この町はまだまだ捨てたもんじゃあないというところが言えると思

います。 

 平成７２年に人口４,４３７人の人口目標を立っておりますが、これが果たしてどうなるかい

うとこも疑問に思います。しかしながら、やはり着実に物事をやっていけば、行動していけば、

実践していけば、必ず幾らかの結果が出ますんで、ぜひ、そういった実践をしていただきたいと。

町長の言葉もありましたけど、何やるにしても結果は出さないとだめだと。今、ちょうど吉賀町

がその途中にいるんじゃないかいうとこがあります。 

 もう一つちょっと、余談になりますけど、余談が長いですけど、２月の１３日にこの吉賀町に

愛媛県の中村知事が新年講演会でしたか、基幹集落センターでちょっと講演されまして、１時間

余りいろいろなお話をされました。 

 私、一つ感じたことは、ここは時代変わったんだなあということが第一印象でありまして、島

根県知事、鳥取県知事、各県に知事は当然おられるわけですけれども、最近やはり若い知事の方

が、出られておりまして、いろいろな報道関係も出ておられますし、いろいろな時代の流れを読

んで活発な動きをしております。 

 この愛媛県知事は、もともとが商事会社のたたき上げとは思われますけど、いろいろ説明を聞

きますと、県庁の中に普通ではちょっと初めて聞いたわけですが、営業課があると。職員はその

営業課の職員はしょっちゅう今の海外進出もしてらしくて、海外に行ったり、点々と日本中、海

外を飛びはねているということを聞きまして、ちょっと今までこんな話を聞いたことがないわけ

ですけど。 

 やはりこういった発想の転換と言いますか、ここは、独特なそういう考え方にのっとって行動

される方が多いのか、ちょっとそこら辺はよくわかりませんけど、そういった発想の転換と言い

ますか、今の時代そぐった動きと言いますか。また、この知事は離島の島でもいろいろな何十人

かしかいない人口にしても、いろいろなイベントを考え、そして町、村の活性化もいろいろ手が

けております。 

 やはりこういったことも参考にしながら、まねをしながら、やっていくのも吉賀町がこれから

どんどん衰退するのではなくて、発展するためには、ぜひ、必要なことじゃあないかと思ってお
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ります。 

 最後に、今の愛媛県知事のこともちょっといろいろ言いましたけど、そういった新しい発想も

加えて、また吉賀町の行政のほうも、土日関係なくいろいろ動いておられる方もいると思います

けど、やはりこういった他県のいろいろな知恵をお借りして、やるいうことも必要じゃないかと

思いますが、そこら辺の町長の考え方をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  議員また、またと言ったら失礼ですけど、いろいろおっしゃいまして、

なかなか整理しきれないんですけれど。 

 雇用の場合は、ああしてヨシワ工業さんあたりも従業員が不足されておると、町内の運送業者

さんも運転手さんが不足されておるということで、やはり、求人難と言いますか、そういった人

手不足という状況にもあるわけでございますので、やはり職種を選ばなければ仕事は全くない町

ではないと。先ほど言いましたように、自分で新たな仕事をつくれば、それだけ能力のある方が

いらっしゃれば、今後は５００万円の上限２分の１ということでございますので、１,０００万

円の規模の事業を行おうとすれば、それだけのことはできるような状況はつくっていきたいとい

うように思っておりますし、また、今、新年度予算にお願いしております可能性調査ということ

で、所信表明にも書いてございますけれど、これは新しいことでなくて大変申しわけないんです

けれど、廃線岩日北線で鉄道のトンネルを掘った水が山口県側に流れて出ております。こういっ

たものをこちらに活用できないかということと、また、いわゆる吉賀富士と言われています盛太

ケ岳から湧水がある、この水を活用できないかということ。前から申し上げております小水力発

電所の排水利用、これを活用できないかということと、以前（  ）改良という事業で合併前の

随分昔にやった栗園がそれこそ崩壊しております。その抜月の栗園を何か可能性ができないかと

いうようなことで、太陽光でも使えないだろうかというようなことも、可能性調査としてコンサ

ルのほうへお願いしようということで、予算化をお願いしようということで予算をお願いしてお

るわけでございますけれど。これが可能ということであれば、それなりに新しい事業として、民

間の方、行政、そういったものが協力して、やれるんじゃなかろうかというように思っておりま

すので、新しい事業が生まれるようであれば、やはり町としても、対処していく考え方でござい

ます。 

 また、農業の問題でございますけれど、やはりミニトマト、言われたわけです、新しい産品と

してＪＡしまねが取り組んでおる、それを導入する場合どうなのかということでございますけれ

ど、県農協が取り組んでおるということは、島根県も当然そうした事業に対しては力を入れると

いうことでございますので、町としてもそうした補助裏をいわゆる助けられるような町としての

補助も検討していかなきゃならないだろうというように思っております。 
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 やはり事業とすれば、国の事業、県の事業、吉賀町の場合は規模の関係で国の事業というのは

ないわけですけれど、やはり県の事業等取り入れられれば今までどおり、いわゆる助成はしてき

ておりますので、やっていきたい。 

 ただ、今のようにこれまでの合併前は、白小豆を進めたりインゲン豆を進めたり、いろいろし

ておりましたが、途中で生産者が少なくなったというような歴史もありますので、そういった歴

史をしっかり勉強しながら、本当にそこまで続けていけられるのかというようなことは、検討し

ながら対処していかなきゃならないというように思っております。 

 また、人口が減るということは、やはり全国どこもそうなんだということで捉えるんでなしに、

やはり、この町に住みたくないという意思表示のあらわれかなというように真剣に考えて、取り

組んでいく必要がある、やはり魅力のある、先ほど申し上げましたように、若い方、年をとって

召された方、いろんな方にこの町は魅力があるというような町にするために、やはり私ども、議

員の皆様方、こうして住民を代表しておりますので、職員の力を活用しながら、対処していく必

要があるというように思っております。 

 また、人口でございますけれど、合併直後にいわゆる市町村計画ですか、町の総合計画、推計

でやっておりますけれど、やはり町の場合大変厳し目に見ておりますけど、やはりそういった中

で、住民の皆様方の御協力、職員の努力で他町村並みの減少より緩やかな減少でございますので、

そういったものをこれからも取り入れながらやっていかなきゃならないというように思っており

ます。 

 また、今の愛媛県知事の話が出ましたけれど、これは、益田法人会吉賀支部が開催されたわけ

でございますけど、この中村知事というのは愛媛市長のお子さんで、２世でございまして、いろ

んな力等もございますし、知識もある。そういった中で、やはり全国の知事とすれば特異な、変

わった力の持った方だろうと思います。ああして、１人の力に頼るのでは私はどうなのか。やは

り、力を合わせていく必要があると。以前、合併前もう随分前吉田村に、当時私どもが役場入っ

た時代に、総務課長がいわゆる旅費１００万円をもらって、とにかく勝手に東京のほうの官公省

を歩いてというようなことでいらっしゃった総務課長が、当時話題でございましたけれど、鉄の

歴史村というようなのを構築された方でございますけれど。それも時代とともに今はどうなのか

と言いますと、やはり今果たしてそれが継続しておるかどうかという、まあいってみますと私ど

も前を通りましても、人も訪ねていないような状況でございますので、１人の人に頼るんではな

しに多くの人が力を合わせながらやっていく必要があるんじゃなかろうかというように思ってお

ります。 

 そういった意味で、やはりそういった今の中村知事のこの前の御講演で活躍される部分につい

ては、やはり参考になるんで、私どもとすればその地域地域で皆様方が力の出るイベントをやっ
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ておられます。そういったもので、吉賀町においても、こういった各地域でイベント等を行えば、

そういった助成もしなきゃならないし、自治振興交付金といった制度を設けておりますので、地

域で考え地域で行えば、それなりの助成を行う制度をつくっておりますので、そういったことを

いわゆる活用していただきながら、町の活性化に努めていきたいと、いただきたいと言うように

思っておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  町長の思いが、構想が、大体と言いますが、少しばかりわかって

まいりました。前向きということで、ぜひ、その構想を進めていただければと思います。 

 また、進めるに当たっても、やはり町民の意見等々、苦情等もいろいろありますけど、また議

会も含め協力できるとこは、微力ながらではありますけど、お互いが協働し合いながら、この町

をぜひ人口をふやし、発展に結びつけるとそういった機運も高めながら、これからも５年、

１０年とありますので、ぜひ、いい案を練りながら発展に結びつけていければと思います。 

 以上で、質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、３番目の通告者、３番、三浦議員の質問が終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  昼休み前には少々時間がありますが、持ち時間等の時間配分上の都合で、

ここで昼休み休憩とします。４番目から午後に行います。 

 休憩します。 

午前11時40分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは休憩前に引き続き、午後の会議、一般質問を再開します。 

 ４番目の通告者、１０番、庭田議員の発言を許します。１０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  ３点通告してありますので、よろしくお願いします。 

 まず最初に、教育長にサクラマス交流センターについてお聞きします。 

 この施設は、報道されてますように、七日市のＪＡ跡に来年の４月をめどに建設される施設で

すけど、本題に入りますまでに少し整理をしておきたいと思います。報道でいろいろなこの報道

がなされているわけですけど、そこの使用される方がどういう方なのかという焦点が少しぼけて

いるような気がしますので、そこのところ、まず最初にお聞きしたいと思います。この交流セン

ターの施設利用者は、町外、県外の若者移住者で、長期滞在をする方と解釈してよろしいのでし

ょうか。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 
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○教育長（青木 一富君）  御質問のサクラマス交流センターの使用者が町外の若者、長期滞在す

るものであるかという御質問でございますが、あくまでも町外からの若者と地元住民との交流を

図るという目的で建設する建物でございます。そこに長期滞在というふうな前提はございません。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  わかったような、わからんようなことなんですけど。まあ、そ

れはそれとして、本題に移っていきたいと思います。 

 この施設の中で、食事を提供するということが出ております。この本題よりは少し外れるかも

わかりませんけど、この食というのは、午前中にもありましたけど、柿木保育所の厚労省の食育

の関係の表彰がありました。そして木部谷保育所に関しましても、今年２名の方が新しく入って

こられます。これは全て、そのキーワードは食でありまして、今の若い方というのは、お父さん

お母さんはこの食という、健康ということに非常にこだわっております。この中でも、運営形態

の中で食育に配慮した提供形態を求める場合は、町の食改の協力を求めるというようなことを書

いてありますけど、その上に、食事提供については、可能な限り地元食材を調達の上、地元業者

等の業務委託で対応したいと、ここのわけのわからんようなことが書いてありますけど、ここは

一つに統一すべきであろうかと思います。どっちとも取れるような表現がしてあるわけですけど、

やはり食と──まちづくりの中でも有機農業、いろいろ出てますけど、食育も出てます、その中

でやっぱりまちづくり計画とリンクした事業展開をするべきだと思っております。食育計画も推

進計画も資料いただきましたけど、この中に朝食の内容が出てます。保小中の朝食のたんぱく質

の割合ですけど、これが摂取されとるのが５割に満たないという結果も出てますし、野菜に至っ

ては３割程度の摂取しかされておりません。それが学校の授業内容に端的に表れているような気

がします。まあ、これだけではないんでしょうけど、落ち着きのない子やあくびをして授業に集

中できない子、そういう子どもさんが多々おられるのも事実でありますので、せっかくこうして

交流センターをつくるということですので、ぜひ食の安全安心にこだわってやるべきだと思いま

すし、ここにサクラマスプロジェクトとの連携を図る施設とすると書いてあります。サクラマス

という言葉は踊ってますけど、この辺もやっぱり地域と一緒に子どもさんを育てていくという理

念のもとにやっていくべきだと考えておりますけど、その辺のとこでまず教育長のお考えをお聞

きしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  お答えいたします。食は生きる源だと、私はそれについても同感でご

ざいます。 

 このたびのサクラマス交流センターの食事の提供のことについてでございますが、まだ詳細な
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事業計画は定まっておりませんので、なかなか具体的なことは申し上げることはできませんが、

基本的には食事は地元産の食材を優先的に使用した、吉賀町の特性を生かしたものが好ましいと

考えております。そのことで地域産業の振興も期待できますし、何より利用者が喜んでくださる

とそのように思っております。サクラマス交流センターが提供する食事は、安全安心を第一義に

考えるべきだとそのように思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  食材はそうといたしまして、この事業形態をお聞きしたと思う

んですけど。ここに地元の業者の委託というのが先に出て、その後に食育云々というのが出てま

すけど、ここはサクラマスを言うんでしたら、やっぱり地元の方の協力を仰いで、この施設を運

営するという形態が最もふさわしいんじゃないかと思っております。 

 ここに一つ、大分県の杵築市の例があるんですけど、杵築高校といいまして、生徒が６３２人

の高校のようでございますけど、この中で業者さんが学食を経営していたわけですけど、これが

まあ経営が困難になって辞退されたと。そしてその後にＰＴＡ役員だった方が──女性の木村美

加さんという方だそうですけど、が、地元の方、学生の方を組織して、この学食を運営しとると

いう記事が出ております。当然、食材にはこだわってますし、子どもたちに温かい食事を提供し

たいという思いからこういう活動をされているわけですけど。こういう例は、聞いたら多々ほか

にもあるわけでして、今一例を上げただけなんですけど。サクラマスプロジェクトという地域と

一緒になって子どもさんを育てよう、そして地域の方は地域に誇りを持った子どもを育てて、ま

たこの町に帰って来れるような教育をしようということであれば、ぜひ安易に業者委託というん

ではなくて、地元の方の協力を仰ぐ、まだ来年の４月までは１年あるわけですので、ぜひここら

辺のとこを、汗をかくべきだと考えておりますけど、どのように考えられますか。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  お答えいたします。地元業者等という言い方で、全員協議会のときに

は御説明を申し上げております。営利企業だけという思いは持っておりません、現時点では。そ

ういうふうな、地域の方々が子どもたちのことを思って一つの組織をつくってくださって、そう

いうふうな食事を提供するようなグループができていただければ、一番ベストな状況だと私は思

っております。そのことにつきましては、今後いろいろと関係機関と話をしながら進めていかな

ければならないと思います。現時点では地元業者等への委託ということで対応したいという考え

でおります。あくまでも等でございまして、企業等だけの委託ということではございません。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  等ということですので、限定はされてないということですので、
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ぜひ地元の方と熟議を重ねながら、いい方向に持っていっていただきたいと思います。 

 文科省のをちょっと引いてみますと、この熟議という言葉は至るとこで出てきます。協働を目

指した対話のことと書かれてますけど、教育政策形成のこの熟議によって促進を図るということ

であります。ぜひ、時間がないからとか何とかじゃなくて、本当に子どもたちの将来を考え、町

の将来を考えて、ぜひこの交流センターを熟議によって、ちゃんと魂の入ったものにしていただ

きたいと思っております。 

 それで、その中で大切な若者を預かるわけですので、けさも報道されましたけど、この施設は

個室になっているわけですよね、多分不審者が簡単に出入りできるような施設ではないと思うん

ですけど。それにしましても女性、女の子もおるでしょうし、男の子もおるでしょうし、大切な

子どもさんの命を預かるわけであります。そこで、セキュリティーには万全を期すべきであろう

と思っております。この中で、計画では管理者といいますか、宿直者が嘱託職員となっておりま

すけど、もし事故があったときに嘱託職員で責任が取れるのかどうかということをお聞きしたい

と思います。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  サクラマス交流センターには、いわゆる若者がたくさんおいでになら

れると思います。もちろん、子どもの命を預かるわけですから、そこにつきましては万全の対策

をとらなければいけないと思っております。 

 嘱託職員によって安全性が保てるのかという御質問でございます。一応、現在の計画では、サ

クラマス交流センターの管理人には嘱託職員を配置するという計画でございます。最低でも３人

の管理人さんを雇用いたしまして、日直、そして宿直というふうな感じで、宿泊される方の安全

を守る予定です。もちろん、嘱託職員には危機管理に関する研修を実施します。また七日市駐在

所に近いという地理的条件は、とても大きな安心要素でございます。さらに防犯カメラを設置す

る、また近隣の住民にもサクラマスセンターに宿泊されている方々の見守り役をお願いするなど、

そうした複合的な施策によりまして、利用者の安全管理を行っていく計画でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  そういう管理体制はつくるということですけど、もし事故があ

ったときにその嘱託職員が責任を負うのかという、負えるのかということをお聞きしとるわけで

あります。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  どういうことについてでも、職員に責任を負わすことはできないと考

えております。 
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 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  ぜひこれは、大切な命を預かるわけでありますので、責任の所

在なりいろいろな面で、もう少し御検討いただいたらと思っております。事故があってからでは

遅いわけでありますので、ここら辺のとこは少し慎重にいくべきではないかと思っております。 

 また、この中で学びの場として公営塾を計画されておりますけど、中学生と高校生の塾だとい

うふうに報道されてましたけど、この施設を利用するに当たっては非常に適切な計画であろうか

と思っております。そこでこの講師ですけど、町内もそりゃ教師のＯＢの方とかいろいろな見識

を持った方がおられると思いますけど、もう少し広く公募をかけて、熱のある方を募集するべき

ではないかと思っておりますが、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、総務課に課長をトップとして、職員と支援員を１人置くということでしたけど、この

支援員の方が今の公営塾の先生といいますか、講師と兼務できるような方法はとれないかという

ことをお聞きしておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  公営塾、いわゆるよしか塾に熱意のある方をという御質問でございま

すが、現在１名、よしか塾のコーディネーターということで御活躍をいただいております。この

方は大変熱意のある方でございまして、吉賀町の子どもたちの学力アップをどのようにしたらい

いのかということを常に真剣に考えておられます。しかし、マンパワーが必要でございまして、

この方１人が幾ら頑張っても、やはり限りがございます。そこで、新年度予算のほうでよしか塾

の学習コーディネーターの１名増員ということを、予算要求をさせていただいておるところです。 

 ちょっとお答えが前後いたしますけど、議員最初おっしゃいましたように、交流センターによ

しか塾を配置するということは大変いいことだというお褒めのお言葉をいただきました。今回、

この交流センターの一番の特徴は、このよしか塾の併設が一番の大きな特徴だと思っております。

学力アップにはとにかく、私いつも申し上げておりますように勉強時間の確保が一番大切であり

まして、このような一つの場所を提供して、そこに子どもたちを集めてそこで学習すると、そう

いう環境をつくることが急がれるとそのように思っております。 

 このように、小学校から中学校、さらに高校生までがともに学ぶことで、このことが中高一貫

教育への弾みにもなり、吉賀高校への入学者増加が期待できるのではないだろうかと思っており

ます。そのようなことで、さっき申し上げましたようにそのような体制、より強固な指導員の体

制をつくるために、優秀な人材の確保を急いでおります。公募ということもございますが、やは

り、例えば今まで学校等で指導された実績のある方、そういう方に来ていただくのが一番安心す

るし、効果があるんではないかとそのように思っております。 
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 また、今年の４月から総務課に配属いたします吉高支援室の高校支援員、この方が塾講師とし

ての兼務ができないかということでございますが、採用いたします支援員の履歴等も問題となっ

てまいります。また、どのような方がそこの支援員として配属されるかわかりませんので、そう

いうふうな履歴等を勘案して、指導者との兼務についても今後可能性を追求してまいりたいとそ

のように考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  コーディネーターの話も出ましたけど、彼とは大変熱心な方で

ありまして、周防大島の高校にも一緒に研修に行ったりしました。ただ、残念なのは彼の雇用期

間が１年ということであります。やっぱり３年なり５年なりの長いスパンで、教育計画の中で人

を育てるということも大事なことだと思っておりますので、その辺の雇用形態というのもぜひ考

えていくべきだと考えております。ということで、次の質問に移ります。 

 午前中もありましたし、午後も質問があるようですけど、私は少し違う観点から、このたびの

ＮＰＯ法人エコビレッジかきのきむらの指定管理のことについて少しお聞きしてみたいと思って

おります。 

 １２月の定例で、このＮＰＯが交流施設を使うのがふさわしくないという議会の判断が出たわ

けでありますけど、それは議会の判断ですのでいたし方ないとしても、その後の行政の対応が本

当にこれでよかったのかということを少しお聞きしておきたいと思います。 

 一問一答でいきたいと思いますけど、まずお聞きしたいのは、５年前に２回目の指定管理の契

約を結びました。そのときの協定書とＮＰＯ法人の事業内容が著しく乖離していたと行政のほう

では考えておられますか。その辺のとこをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  庭田議員の２問目の質問でございます。ＮＰＯ支援と地域間交流拠点施

設の活用についてという中で、５年前の協定書と業務内容について著しく乖離していたかどうか

ということでございますけれど、著しくは乖離していなかったと私は思っております。内容的に

はいろいろ御批判もあるんで、私とすれば１２月議会御提案するのに、やはり今までもう少しや

ってほしいという事業がありますので、そういったものをもう少し、いわゆる交流事業、町内で

なしに町外に対しての交流、また新産業の創出、そういったものに対してもっとやっていただき

たいということを内部で詰めてその内容を、項目にしても１つか２つの項目でございますけれど、

それぐらいのことでございますので、大きな乖離はなかったというように考えておるところでご

ざいます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 
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○議員（１０番 庭田 英明君）  協定書の中に大きな違いがなかったということですので、それ

はそれとして、協定書の中にまず町側が示した条件は、情報発信であり、都市交流であり、次世

代の育成であったと聞いております。その中で、まちづくりの中で協働等交流で生き生きと暮ら

せるまちづくりという項目があります。まちづくり計画の５つの方向の中にそういうことがあり

ます。町長の施政方針の中にも、協働と連携により住みよいまちをつくる事業に４億８００万円

を計上するという項目もあります。町のまちづくり計画、あるいはいろいろな中に民と官の協働

の必要性ということが至るところでうたわれております。 

 協働というのは、官と民のハーフハーフの関係であると思っております。一方が上で、一方が

下というような関係ではないわけでありまして、ここに議会が決定したこととはいえ、少し行政

が冷たかったのではないかということを私は感じ取るわけでありますけど。一つの例を言います

と、農山漁村子ども体験事業をＮＰＯが提案をしております。企画はその対応にどのような、こ

の提案に対してどのような、協働として一緒にやっていこうというような行動をとったのかとい

うのを少し考えてみたら、結局行政が動かなかったのではないか、一方通行の任せきりの行政を

やっていたのではないかとそのように思っております。もし、間違ってたら指摘をしていただき

たいと思いますけど。いずれにしろ、この議会が否決した後の行政のやり方というのは、この全

員協議会の中にいろいろなことが後づけで書いて、私としたら後づけで書いてあると思います。

なぜもう少し、この否決された後に本当に行政が協働をうたうんなら、もう少し真剣に取り組ま

なかったのかというその残念さ、無念さがいっぱいであります。例を言いますと、次の項目には

あるわけですけど、ただ単に３年を２年にして提示したところで受けるわけはないわけでありま

して、もし条件を変えるのでしたら、選定委員、選考委員をもう１回公募し直して委員にかける

べきであったと私は思っております。今回の安易な方法は、本当、住民と行政との間に溝をつく

ってしまったのだと私は思っておりますけど、町長の考えを少しお聞きしておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  協働でございますけれど、民と官、議員ハーフハーフと言われますけれ

ど、私はやはり民間が足りないものは行政が補い、行政が足りないものは民間が補うような形で

あろうと思いますので、五分五分というんでなしに、どちらかが多くなることもあれば、少なく

なることもあるんじゃなかろうかというふうに思っております。 

 この否決の後の対応が行政がまずかったと言われるわけでございますけれど、提案するまでに

は私は職員とのいろいろな、何といいますか、議論があったわけでございますけれど、そうした

提案を出したわけでございますので、私どもとすればこれは議会の意思であるというように思っ

ておりますし、その後の対応についても私どもとすれば、けさほどの桜下議員の御質問の中でも

お答えしましたけれど、期間なのか、それともお金なのか、そういったところを探っていたわけ
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でございます。同じものを出してまた否決されるということに、再議に付してということであっ

たんですけれど、同じものを出しても、やはりそれじゃとても議会の理解を得られない。そうし

た中で、じゃあ期間なのか、お金なのかという中で、２年あれば、先ほども桜下議員の答弁にも

いたしましたように、また対応といいますか、十分な今後の対応ができやすいんで２年で提示を

いたしましたところ、いわゆるちょっと自分らでは難しいと、その期間では難しいということで

ございましたので、その後の対応が、いわゆる行政が冷たかったとか何とかということですけれ

ど、私が直接お話したわけでもございませんけれど、振興室なり総務課長、副町長が対応したわ

けでございますけれど、そんなつれないことをしたわけでもなしに、これなりに──私どもとす

れば３年というのは、これは５年を３年にしたというのが、けさほども言いましたように、いわ

ゆる周期を揃えるということでやったわけであって、本来ならば３年、３年で来たものを、合併

前に５年という長期間でやられたから、そういったいびつなことが出てきておったわけでござい

ますので、今回揃えようということで３年にした。そうした中で否決されたと。それじゃあ、ま

た再提案したときに可決いただくにはどうなのかといった中で、期間的なものを御提示させてい

ただいて、２年ということでどうでございましょうかということでしたが、とてもそれじゃ難し

いからということで御辞退されたという結果でございますので、その間は行政が冷たかったとか

つれなかったということは私はないというように考えております。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  ここに指定期間についてという、全協の資料の中に指定期間に

ついてという項目がありますので、読み上げてみたいと思います。指定期間については、自治法

第２４４条の２第５項指定管理者の指定は期間を定めて行うものとするとなっており、どのぐら

いの期間にするかはその施設の性格等を勘案し、適時定めることとなる。ここからが当町のこと

になるわけですけど、当町では平成２５年度の基本調整方針で、指定期間については前回更新時

の検討の際に、施設運営上のリスクや職員の雇用の安定性及び維持管理の長期維持契約による経

費の削減効果を期待して５年間としている。そのため、指定期間に関して見直しは不要とし、前

回と同様に５年間とするとし、原則５年間で確認をしていると書かれております。５年を３年に

したというのは、それは頭をそれるということで理解したわけでありますけど、その３年を２年

にしたというのは、この項目から言うたらルール違反ではないかと思っております。ですから、

それは説明になっていないということであります。その後に東京都の例が出ているわけですけど、

しかしながら、昨年１２月定例会の審議内容等から、次期指定期間については２年間で対応する

こととする、この２年間において構想の検証及び方向性を決定するとともに、新産業創出に係る

検討も並行して進めていくこととしたいと記されてます。検証するんでしたら、この１０年間の

間に検証すべきことはあったんでしょうから、検証しておくべきだったと思いますし、新産業創
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出に係る検討も並行して進めていくこととしたいというような、私にとったら後づけみたいなこ

とが書かれてますけど、ここら辺のとこの説明を少しいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  後づけということでございますけれど、後づけでなしに先づけがありま

して、やはりこの設置したときの旧柿木村でいわゆるコンサルタントからの報告もございますし、

またその後会計検査が入っております。交流人口が少ないではないかと、思った計画通りのこと

ができてないというような、いわゆるそういった会計検査の報告もあります。そうしたものを含

めて出発時点からの、私は順風満帆に出発したんではないと。そういった中で、やはり私どもも

このものに対して、もう少し関心を払いながら協議をして、指導をする部分はしていく必要があ

ったかと思いますけれど、当初、先ほども申し上げましたように、合併のときに既に５カ年とい

う長期間の契約をされております。で、合併した後、指定管理制度を導入したときは、やはり最

初だから３年ぐらいでやって、それを見ながらということでありますけれど、５カ年ということ

だったんで、そういう検証するような考えもなかったし、そういったこともやってなかった、そ

れをそのまま２回目の更新をしたと。そうした中で、やはりその活動が──きょうの桜下議員で

したか、これまでに四千数百万、５,０００万円近い金を使っておるじゃないかということでご

ざいますが、やはりそういった住民の方々からいろんな御批判が出ておりますから、私どもとす

れば今までの状況でなしに、もう少し当初の計画に沿ったような形のものをしていただきたいと

いうようなことから内部では協議をし、私の意見も大分言わせていただいて、またいわゆる担当

部局、また（  ）つきましてはそうした内容等のものも今後は指導していきたいのでというよ

うなことで提案がいただいたんで、これなら私も議会に提案しても私自身の気持ちとして相入れ

る部分だということで御提案させていただいたということでございますので、後づけというより

先づけの部分が私は大きな問題だというように思っております。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  四千数百万円という数字が出ましたけど、これはあくまで管理

料でありまして、ここに書いてありますように、人件費なり光熱水費なり、あれだけの大きな施

設を管理するわけですので、当然必要と思って予算づけをしたと思いますし、当初から比べます

と、部分的には結構削られているとこもあるわけでありまして、これが全部が全部人件費に使わ

れたとかそういうことではないわけでありますので、そこら辺のとこはお互い誤解のないように

しておかなければならないと思っております。 

 それはそれとして、今ブログで、保育所落ちた日本死ねというブログが国会でも大変話題にな

っております。これは３０代の子どもを持たれてる女性の方が投稿したということですけど、言

葉遣いは別として、本当に１億総活躍社会をつくるんだというその政府の目標に対して、保育所
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には入れない、そして保育士の給料も上がらない、そういう現状を日本死ねという大変過激な言

葉で表現したんだと思いますけど、まさにこれは政府の対応のまずさでありまして、本質のとこ

をきちっと整理しておけば、誰が書いたんだとか何とかというような方向にはいかなかったと思

うわけであります。このたびのこの指定管理を外されたというのも、やはりもう少し、行政も協

働ということをうたうんでしたら、真剣にこれに取り組まなければならなかったのではないかと

思って、私は少し残念な気がしております。 

 それはそれとして、あそこ直営でやるという方針を出されたわけですけど、いずれにしてもあ

れだけの施設を直営でやって何の得もないわけであります。どういう事業を考えられておるのか

わかりませんけど、２月２日に全員協議会がありまして、この説明を受けました。その後に

２８年２月２日時点で、平成２８年２月７日から９日実施で島根ＩＴ開業支援ツアー工程表とい

うのが出ております。すごく手際のよい、行政としたら早い対応をされたんだと思っております

けど、この中に津和野町の施設はもちろんのことですが、エコビも入っております。これがどう

のこうのというわけではありませんけど、これを出すまでにしっかりとした検証をするんでした

ら、してからやるべきだったのではないかと私は思っております。いかにも何か下心があるよう

なやり方は、住民との間でますます信頼関係を失うことになると思いますので、そこの辺のとこ

はしっかり考えてやるべきじゃないかと思っております。 

 そこで、あれだけの施設があるわけですので、何かに活用はしていかないと、ただあそこは空

き家にしとくわけにはいかないと思います。先般の全員協議会の中で、産業課のほうからコワー

キングスペースの提案がありましたけど、今、あらゆるとこでシェアオフィスやコワーキングス

ペースで活用を、施設をしながらこういう事業を、ＮＰＯが間に入ってあらゆる企業を巻き込み

ながら、施設の管理と産業創出、いろいろなことをやっておられます。ぜひ早いうちにこういう

計画を立てて、せっかくの施設ですので、町の産業創出なり活性化なりに役立てる方策を立てる

べきだと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  先ほど議員がおっしゃいました今の津和野町を含めてでということだそ

うですけど、私今初めて聞いたことでございまして、今聞きますと、県がやられた事業というこ

とで私ども承知してないことが多いんで、別に、手回しよくやったと言われますけれど、それは

何かの、いわゆるあなたのひがみっちゃ悪いですけどそう思う。私どもは、そういうような手回

しを早くしてあそこを利用してどうこうというような気持ちは全くなく、ただ、今あなたから聞

くのが私初めて聞いたことでございますので、それは別に他意はなかったということは理解いた

だきたいというように思いますけれど、あれだけの施設なんですけれど、この建物あけておくわ

けにもいきませんので活用していかなきゃならない。しかしながら、やはり木造でございますの
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で、今後の、あそこで今までやりましたような宿泊施設までやれるのかどうなのか、今後どうい

った形で活用するのかというのは、これまでのＮＰＯの活動も検証する中で、やはり今後どうし

た形がいいのかということは検討をしていく必要があるというように思ってます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  ひがみと取られたらそれまでなんですけど、決してひがんで言

うとるわけじゃありませんので、ここに、これは「９日の午前１１時３０分から正午まで吉賀町

内の事務所物件紹介、エコビレッジかきのきむら見学」と書いてあるわけです。これ町のもんで

しょう、ですよ。だからそれは、町が了解せん限りは、それは県が勝手にあそこに入っていくこ

とはないと思いますので、それはちょっと私のひがみでも何でもないと思います。ここで別に言

い争いをする場ではありませんので、それはそれとしておいときますけど、私はこのたびのこと

で、非常に民と官の間に大きな溝をつくったというのが一つ残念な気がしております。 

 それと、担当部署とはいえ、地域振興室の方には大変御迷惑をかけたと思っております。

１１人分の１の議員でありますので、私にも否決したという責任はあります。室長には、心から

私個人がおわびを申しておきたいと思います。大変済みませんでした。 

 それでは、次の質問に移らしていただきます。 

 有価物の処分について、ということでありますけど、昨年、ことしと小水力発電所、また、こ

この備中屋の解体が今行われておりますけど、この中で、設計書の中に有価物の記載があったど

うかというのをお聞きしておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  お答えいたします。備中屋物件につきましては、有価物の解体について

は、設計の中へマイナスで計上されております。 

 また、御質問でございますけれども、小水力につきましては、これは計上してございません。

これにつきましては、いわゆる解体経費と有価物として扱うかどうかという部分もあるんですけ

れど、そうした経費と差し引かしていただいたということでございますので、設計上は計上はさ

れていないわけでございます。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  質問を終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、４番目の通告者、１０番、庭田議員の質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  ここで１０分間休憩します。 

午後１時54分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後２時06分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 一般質問５番目の通告者、２番、大多和議員の発言を許します。２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  私は、２点質問しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 まず第１点の定時放送で町内のイベント等の共有化を、ということで質問いたします。 

 昨年、蔵木の田野原地域の水源祭りで地方創生事業に取り組み、わらでつくる竜の作成過程を

ビデオに撮り、竜の作成を町内に広めようと提案しました。 

 さらには、妙見神社の周りを大規模な公園として、大人から子どもたちまで四季を通じて集え

る場をつくりましょうとも提案しました。カブトムシやクワガタムシは採取できるような、そし

て、キャンプも自由にできるような、そういうような公園で、都会から子どもたちが、要するに

吉賀町から都会へ出ていった人たちの子や孫がまたこの吉賀町へ、吉賀町へ行ったらそういうこ

とができるよというようなことで、集えるような公園をということを言いました。 

 今回、柿木のほうで有機茶のブランド化とかいろいろやられておりますが、旧の蔵木村にも光

を当たる公園化の計画をぜひともつくりたいと感じておりますが、この計画には相当な費用を要

すため、町長の回答はノーに近かったと感じております。ぜひとも、吉賀町のまちづくり計画の

中に組み入れて実現さしていきたいと考えております。 

 また、今、町内では夕方１９時３０分、７時半からですが、午後、お知らせ放送がありますが、

この放送の内容は、お悔やみ放送と町からのお知らせです。私の質問は、このお知らせ放送の中

にカタクリの花の祭りとかひがん花の祭りとか、いわゆる地域地域で行われるイベントを放送し

たらどうかということです。 

 吉賀町が誕生して１０年がたちましたが、いまだに柿木だ、六日市だとセクト的な発言をされ

る方もあります。なかなか融和が進んでいかないこともあります。各地域で主催されるイベント

情報をこの定時放送で広く町民に知らしめていけば、多くの町民がイベントに参加するというよ

うなことになり、セクトもなくなって、吉賀町で一体でやっていこうというような雰囲気を醸し

出す必要があるのではないかと感じておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  大多和議員の御質問でございます定時放送で町内のイベント等の共有化

をということでございます。これにつきましては、議員御指摘のとおり、町内のイベント等の情

報を町民の皆様に届けることは重要でございます。 

 そういった意味で、やはりそういったしっかりと届けなければならないというように思ってお

りますけれど、町内各地で盛んに開催されておりますイベント、これらの情報につきましては、

議員おっしゃいましたようなケーブルテレビ等でやっていませんが、観光協会発行のよしかんと
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いう刊行物が、つい最近でございますけれど出しておられます。そういった中でお知らせをする

をすることとしております。まだ十分にその認識がされておりません。日が短いこともありまし

て、そういったことが残念ではございますけれど、やってはおります。紙媒体での情報発信も、

これからも続けていく必要があるというように考えております。 

 また、町民の方にお知らせする手法として、告知放送端末からの定時放送が議員おっしゃいま

すようにあります。この定時放送よりも、随時見ることができるケーブルテレビのテロップを利

用を町民の方のほうへ進めていきたいというように担当課のほうでは考えておりますので、あら

ゆる手立てを使っていろんなイベント、皆様出ていって参加していただくためには、やはり議員

おっしゃいますような周知徹底はしていく必要があろうかというように思っております。 

 前半にありました今の田野原についてでございますけれど、これにつきましても、ああして水

源祭り、ひがん花祭りといったようなものをやって、カタクリといったようなお祭りをやってお

ります。そうした中でこれを連関させながら、また大きなイベントをまた考えていくということ

は必要だと思います。これは、やはり地域の方がお考えになって、地域の方の盛り上がりを行政

がお手伝いするという形のことがいいんじゃなかろうかというように思っておりますが、やはり

イベント情報の共有化ということにつきましては、議員おっしゃるとおりでございますので、先

ほど申し上げましたケーブルテレビのテロップ等でしっかりと伝えていきたいというように思っ

ております。 

○議長（安永 友行君）  大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  ケーブルテレビのテロップ放送ということですが、テロップ放送

を見ない人も中にはありますので、ぜひとも告知端末での定時放送の中でも放送を入れていただ

きたいと思っております。そういうことともう一つ、今、町長の話の中で、地域のイベントにつ

いては地域の方の盛り上がりということがありますが、吉賀町も過疎地域自立促進計画の中では、

集落の整備とか、いろんなところで情報の共有化等それぞれの集落を活性化さしていこうという

形がありますが、これはひとえにあれですか、極端なことを言うと、それぞれの集落、地域がや

るということで行政は協力するというだけで、行政が私はどちらかいうと先頭に立っていかなく

ちゃいけないんじゃないかなと、そのための地域おこし協力支援隊ですか、そういう制度がある

んじゃないかなと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  ああして町のイベント等の情報につきましては、先ほど申し上げたよう

なことでございますけれど、ホームページ等でも載せておりまして、ああしたカタクリ祭り等、

蔵木のイベントで申しわけないんですけれど、広島のほうから写真愛好家等がたくさんおいでに

なっておりますので、そういった発信効果は出ておるというように思っております。 
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 また、過疎計画、過疎の地域の自立計画です。これの集落の整備というのがありますけど、こ

れはいろんな項目があって、その中で過疎債が適用できる事業であるという中で、集落移転等の

部分で私は項目がつくってあるんじゃなかろうかというように思っておりますけれど、そうした

集落移転というようなものもありませんが、やはり地域おこしにつきましては、ああして、国も

協力隊等の制度を取り入れておりますので、そうした集落の維持につきましては、いわゆる自治

会といいますか、地域任せというんでなしに、そういったものについては、担当課と今まで配置

しております嘱託職員等と対応してきておりますし、これからもやっていくつもりでございます。 

○議長（安永 友行君）  大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  地域おこし協力隊の支援を仰ぎながらということでよくわかりま

すが、ちょっと通告書には入れておりませんでしたが、今の地域文化の振興ということで、当初

言いました水源祭りの竜づくりを録画してＶＴＲか何かにおさめて、それを広めようという面に

ついては、これは地域文化の振興や文化財の保護につながるんではないかと思っておりますが、

いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  これにつきましては、地元でもたぶん継承するためには、そういった記

録は撮っておられるんではないかと思いますけれど、なかなか長い期間ですし、また地域の方が、

いわゆる集えるときにつくったりということがありますんで、それをきちんとしたＤＶＤ等にお

さめるということになると、業者等に、素人といいますか、職員等で撮れる、地元の方で撮れる

んであればそれでいいかと思いますけれど、皆様方にお配りするというものであれば、しっかり

したものでないといけないのじゃなかろうかというように思っておりますけれど、これにつきま

しては、そうした技術の継承ということでは大変大事なことでございますので、そうした今水源

祭りやっておられます若杉会ですか、それらの方々と協議をしながら、どういった形がとれるの

かといったことを、いわゆる地元の実際携わってる方の御了解が、御理解がなければできません

ことですので、そういった方々と協議をさしていただいて、議員御提案のことがどのような形で

実現できるかということは検討してまいりたいというように思ってます。 

○議長（安永 友行君）  大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  ぜひとも実現して、水源会館で録画で、それで上映できるような

形もとってもらいたいと思います。 

 それでは次に、２番目の質問のバス交通の利便性向上について、ということでお尋ねします。 

 過疎地域自立促進計画の中では、３番目の交通通信体系の整備、情報化及び地域間の促進の項

目に関し、エ）というところで交通について記載されています。これはバス路線以外に交通機関

を持たない本町にとってバス交通は交通用具を持たない人たちの移動手段として欠かすことがで
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きないということで、中略しまして、しかしながら、年々利用客が減少しておりとあります。こ

の中で記載されている津和野町との協定による広域線でゆららと日原駅を結ぶバスがございます。

このバスの時刻表についてですが、日原駅を現在は１９時１８分のゆらら行きがあります。この

バスの発車時刻の５分後に山口線は上下、いわゆる益田からと山口から同時刻の１９時２３分に

到着するＪＲの列車がございます。町民からは、このバスの発車時刻を少しずらしてもらえば、

益田方面からでも、山口方面からでもこのバスが利用できるんだという声もありますが、先般の

質問の中で、バスは六日市交通ですか、の担当だということを言われておりますが、このあたり

での要は利便性向上のために、町としてもこの時刻表等について何らかの手を打つべきではない

かなと思っております。 

 次に、同じく萩空港の利用、萩・石見空港ですか、の利用を高めようとして、当町からも助成

金を出しておりますが、東京から飛行機を利用しても空港から吉賀町への交通手段がありません。

したがって、東京から吉賀町へ帰省される人とかいう方は主に広島空港を利用されております。 

 そこで提案なんですが、東京の羽田空港で飛行機のチケットを購入時に、吉賀町へ帰るんだが

というようなリクエストがあれば、そこの受付時に即こちらのほうへ連絡が来て、バスまたはそ

れにかわるもので、バス料金並みでこの吉賀町へ帰ってこれるような仕組みというんですか、そ

ういう交通手段を確保できればいいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  大多和議員の２点目の質問でございます。バス交通の利便性向上につい

てということでございます。 

 このバスにつきましては、今、岩国市と協定をして六日市、錦町を動かしております。それと、

これについても岩国市の協力のおかげでこうしてやれておるわけでございますけれど、議員おっ

しゃいましたように、日原・六日市間につきましては、ゆらら間ですけれど、六日市交通が運行

する広域線の日原駅発ゆらら行きの最終便が１９時１８分発となっており、現状では日原駅から

の利用者が極端に少なく、またその沿線からの乗車もほとんどないというような状況にございま

す。 

 毎年行われます山口線の改正により、日原駅到着時間の変動が頻繁にありますので、さらに何

といいますか、予定時刻通りに到着しないというようなこともあるようでございます。時刻表改

正ということより、従業員の拘束時間等が増加して、人件費に影響されることが予測されるとい

うことでございますけれど、乗客される方がいらっしゃれば、ほんの大きな時間ではございませ

んので、やはりそういった検討はすべきだろうというように思いますけれど、実際にどれぐらい

の方が乗車されておるかという調査もしてみる必要があるかというように思っております。 

 そうした意味で、議員おっしゃいます時間をちょっと調べてみますと、そんな大した時間じゃ
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ないので、これは乗る方がいらっしゃれば、そういったことで変動が可能かどうかということを

検討はしてみたいというように思っております。 

 また、２点目の萩・石見空港についてでございますけれど、萩・石見空港からは石見交通バス

で益田市駅までまいりまして、益田駅から石見交通の広益線がありますので、これでおいでにな

るんだろうというように思っておりますけれど、今後の、実態がどうなのかということもござい

ますので、今担当課で調べたいわゆる調査日が、そんなに長い日じゃない半月ぐらいでございま

すけれど、今言われる益田から吉賀町に石見空港を使っておいでになった方が２名ということで、

非常に少ないわけでございます。そういった中で、これのいわゆる利用、今議員おっしゃいまし

たように、チケットを買えば益田のほうへの便を出すというのを、またそのチケットを買って何

人こちらにおいでになるかわかりませんけれど、何日か前ならそれの対応も可能かもわかりませ

んけど、その日に買った人はもう１時間半後には石見空港に着くわけでございますし、それにま

た何人いらっしゃるかわからないのに対応できるような配置はないというふうな、非常に私は困

難なことじゃなかろうかなというように思っております。 

○議長（安永 友行君）  大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  まず、ゆらら・日原駅線については、ある程度対応をお願いした

いと。そうすると帰ってこれるという方が、私が聞いとるんでも五、六人はおりますし、ほいで

現状ではそれがないから使ってないという方も、そういう面ではある程度おられるんではないか

なと思っております。 

 また、萩・石見空港を利用しての東京からの客というのも、現状では使えないというか、吉賀

町への交通手段が非常におぼつかないから使ってないと。私も一応議員になってから、東京のほ

うから帰ってくる同級生やらなんかに、萩・石見空港使えやということで宣伝をしておりますが、

そうすると、そういう交通手段がないと、交通手段がないから使わんのだということを聞いてお

ります。 

 ですから、実態を調査されたというのはわかりますが、ただ実態を調査して少なかったからで

なしに、これから今の萩・石見空港の２便化がどれくらいになるかというのはまだわかりません

が、一応それを２便化を継続させるためにも、やっぱり萩・石見空港促進のための補助金だけで

なしに、そういう交通手段のほうを確保していくというのも一つの、何ですか、利用促進のため

の手じゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  議員おっしゃいますように、そういった利便を何といいますか、利便性

のいいような便を設置すればそれは確かに。この明日ですか、私の娘も帰ってまいりますけれど、

家内が益田まで迎えにいかんにゃいけんと。そういうバスがあればそれは行かなくてもすむとい
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う、そういう状況が出てくるわけですけれど、果たして、それを町単独でそういうことができる

のかどうなのか。今のバスのいわゆる日原からゆららまでのバスでさえなかなか。以前も津和野

町からは手を引きたいというようなこともある中で、町単独でそれだけのことができるかという

と、非常に、要望はそれほどたくさんあって、それは町も少々のことは、乗客が多いし乗って帰

れる方が多いんだからということでやれればですけれど、今のような状況の中でやはり町が単独

でそういったことはなかなか難しいんじゃないかなというようには思っております。 

 議員のおっしゃることはよくわかるわけなんですけれど、あれば乗るんだろうとは思いますけ

れど、ただ乗らないのにちょっと準備するちゅうのもなかなか大変なことだといように考えてお

ります。 

○議長（安永 友行君）  大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  確かに経費もかかることですから難しいことかもわかりませんが、

バスの利便性、萩・石見空港の利用促進の面からもぜひとも一考していただいて、また別のバス

と言わずに、バスに近い１０人乗りぐらいの車でも結構ですから、考えてみるという手もあるん

ではないかなと思いますので、一度一考をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  以上で５番目の通告者、２番、大多和議員の一般質問は終わりました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（安永 友行君）  ここで１０分間休憩します。 

午後２時40分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時50分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 ６番目の通告者、８番、藤升議員の発言を許します。８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  それでは、本日最後の質問者となります。よろしくお願いします。 

 それでは、まず初めに、既に本日２人の議員の方からエコビレッジに関する質問もされており

ます。多分に重複する部分もございますが、通告に基づいて質問させていただきます。 

 まず、エコビレッジかきのきむら構想の検証は多面的にということでお聞きをいたします。 

 先ほどの一般質問にもありましたように、昨年１２月の定例議会におきまして、この吉賀町議

会は、吉賀町地域間交流拠点施設エコビレッジかきのきむらの指定管理者を指定する議案を否決

しました。その後、ことし２月２日に開かれた全員協議会において、当初指定管理者に応募して

いたＮＰＯ法人に、３年としていた指定管理の期間を１年短くした条件を提示し、２回の協議を

経て、１月２８日に運営困難との回答があったと報告を受けました。その理由として、計画を白

紙に戻しており、これから改めて契約を行うには時間が不足するためできないというふうにその
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場ではお聞きしました。 

 この施設は、エコビレッジかきのきむら構想を推進するために、解体予定であった旧柿木中学

校校舎を改修し、整備されたものです。 

 エコビレッジかきのきむら構想は、旧柿木村において、吉賀町への町村合併が決まっていた平

成１７年２月に人口減少と若者流出を課題とし、若者定住と都市交流の拡大により、柿木村地域

の人口１,８００人を維持することを掲げ、１００年先も住み続けられる柿木村を目指す柿木村

の地域再生計画として策定されたものです。 

 この構想では、若者の定住と都市の人を呼び込むのに必要な施策において、３点の基盤整備を

上げています。 

 １つは、構想推進のための拠点施設整備で、都市の窓口受け入れ施設として、また、地域資源

を生かした新産業創出とその担い手育成など構想を推進する拠点を整備するとあり、これが解体

予定であった旧柿木中学校を改修したエコビレッジかきのきむらです。 

 ２つ目に、地域住民主体の組織と仕組みづくりのところで、エコビレッジ構想は地域の自主自

立の精神と官民協働によって推進する地域住民主体の組織、仕組みづくりを行うということで、

行政からの働きかけで平成１７年４月にＮＰＯ法人が設立されました。 

 ３つ目は、総合的な世話役機能を整備するとして、都市交流人口拡大のため、地域情報を一元

化し、都市へ発信する情報発信基地、都市への案内役、世話役機能を整備するとして、拠点施設

から各種の発信を行うようにしました。あわせて能力強化と地域での人材育成支援をすることで、

若者が定住し、都市の人が訪れる魅力ある地域、１,８００人の村の維持へつなげることを目指

していました。 

 ところが、都市から人を呼べる力、知識・専門的な技術の確保、情報発信力・企画力・販売促

進ＰＲ力などの強化、地域の核となる企画コーディネーターの養成や地域の担い手育成、外から

人を呼ぶ力のある商品・サービス・ソフトの開発という部分では、十分な結果が得られていない

ように見えます。 

 このエコビレッジかきのきむら構想だけを見ると、構想を膨らまして実をつけるには抽象的す

ぎて、絵に描いた餅のように見えました。さきに紹介した拠点施設整備、住民主体の組織づくり、

情報発信と世話役機能の整備は何とかできても、能力強化、人材育成、力のある商品・ソフトの

開発は簡単なことではありません。現在、吉賀町が行っているよしか立志塾や地域ブランド化推

進事業も大きな成果を得る前の段階だと思います。 

 一方で、旧柿木村が平成１７年度エコビレッジかきのきむら構想推進コンサルティング業務委

託をした会社、以下コンサルといいますが、この会社からの事業報告書を見ると、町村合併の前

後で話し合いや人材育成などの研修を企画しても人が集まらず、実質的にはできなかった、行政
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の役割とされていた地域協働新産業創出のプロジェクト立ち上げ、戦略的次世代教育の基本計画

策定、ＮＰＯの指導・監督が果たされておらず、ＮＰＯも自身で事業を企画し実行するまでに至

っていなかったため、コンサルが指導する形で事業を展開したと報告しています。 

 これまで述べましたエコビレッジかきのきむらの指定管理者による管理から、ことしの４月に

は町が直接管理とすることになったいきさつ、エコビレッジかきのきむらの構想、そして最後に

言いましたコンサルの報告内容について、間違いがないかお聞きをいたします。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  藤升議員の１問目でございますエコビレッジかきのきむら構想の検証を

多面的にということでございますけれど、議員が今までおっしゃいましたことにつきましては、

かきのきむらが指定管理者である管理から町が直接管理することとなったいきさつ、エコビレッ

ジかきのきむら構想コンサルタントの報告書に書かれていることについては、全くおっしゃると

おりだというように考えております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  それでは、続きまして、町長はエコビレッジかきのきむら構想を

推進するために、エコビレッジかきのきむらを活用して何をしたかったのか、お聞きをいたしま

す。 

 昨年、指定管理者を募集するにあたり、町が定めた管理業務仕様書には、業務の内容として

（１）交流施設及び設備の維持管理に関する業務、（２）として交流人口拡大に係る業務、それ

でア、イ、ウと３点ありまして、広報宣伝活動の実施、地域との交流、そしてウとしまして、次

世代育成と新産業の創出。この中身は、山の学校、食と農の学校、環境エコ普及活動等による次

世代育成商品開発や地域資源活用の新産業創出のための事業を他団体と連携しながら行うことと

ありまして、最後に利用料に係る業務というものでした。 

 構想を推進するために必要なことをさきの質問でもしておりますが、都市から人を呼べる力、

知識・専門的な技術の確保、情報発信力・企画力などの強化、地域の核となる企画コーディネー

ターの養成、地域の担い手の育成、また外から人を呼ぶ力のある商品・サービス・ソフトの開発

という分野を強力に進めなければ現実のものにならないし、民間と行政との協働、いわゆるとも

に力を合わせて活動することなくしてできないことだと思います。 

 この施設を活用して何をしたかったのか、お聞きをいたします。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  議員の２回目の質問でございますけれど、これまでの取り組みでござい

ますけれど、次世代育成として木工教室などの体験教室、ワサビや棚田などの学校での総合学習

で取り組むふるさと教育、山の学校、川の学校、物づくり教室、新産業創出として企業講座とい
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ったものを行ってきたと、しかしながら、都市から人材を呼び込める力、専門的な技術を持つ担

い手、高度な人材育成や競争力を持つ商品・サービス・ソフトの開発、販売力の獲得について、

また資源を生かす能力を持ち活躍できる場を確保する新産業創出については御指摘のとおり、行

政と民間とがパートナーとしての力を合わせないと成果が出ないということがありまして、成果

を出すことができなかったというところでございます。 

 この施設を使って何を目指していこうというのかということでございますけれど、この地域づ

くりという観点では、企業誘致ではなく森林などの地域資源を活用した仕事を創出するといった

ようなことを目標としてきたところでございます。 

 そのためには、民間による地域づくりも欠かせませんし、地域資源を生かした体験プログラ

ム・エコツアーを開発、実施して入り込みの増加を図り、交流人口の増加することにより山や温

泉、また農産加工品や工芸品などの地域の産品利用の需要が喚起されるということで、商品サー

ビスの開発、地元の材料を利用すると、新たな産業、仕事をつくっていく可能性があるというふ

うには考えておるところでございます。行政としても、能力開発、人材育成、新産業の創出につ

いて実効性のある取り組みをしていかなければならないというように考えております。 

 今後につきましては、全員協議会での説明もいたしましたとおり、新産業創出のための検討委

員会の設置、またその協議を進めてまいり、その新たな施策の展開や官民協働の仕組みづくりを

検討していかなきゃならない。 

 何をやりたかったのかということでございますけれど、先ほども御質問がありましたように、

後づけでなしに先づけの段階でできてなかったことをやっていただきたかった。私はエコビレッ

ジ通信というのを読ましていただいて、町民の方から御指摘があってからずっととっておるわけ

でございますけれど、やはり御指摘があるように、いわゆる２人も人件費をつけておりながら、

公民館で対処できるような仕事のほうが大部分のように思えたので、やはり本来の、先ほど申し

上げましたような施設を使って、いわゆる新産業の創出、人材の育成、また町外への広報活動、

そういったものをやっていただきたいというような思いでおりましたし、そういうことをすべき

であろうというように思っております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  前回といいますか、このたびの分でなしに、５年前に管理業務の

仕様書には、先ほど紹介した次世代育成と新産業の創出という部分についてはなく、今回、今町

長の答弁であったものがつけ加えられて、このたびの指定管理の手続に入っていたというふうに

理解をしております。 

 本題に入りますが、２月の全員協議会におきまして、この検証を行うという報告がございまし

た。この中で、先ほど紹介をしましたコンサルからの事業報告書も検証の中に入れることを求め
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るものであります。その理由といたしましては、地方創生の名のもとに町は人口ビジョン総合戦

略を策定し、具体化を進めています。目指している方向は同じだと見えますが、１０年前の実践

から学ぶ点は多くあると思うからであります。 

 また検証結果のところでは、検証項目の中に、実現に向けた取り組み、そこに運営管理者との

連携、また施設の必要性についても行う案となっておりましたが、これは指定管理を出すという

前提のもとでの検証の案であったというふうに理解をいたしております。どちらにいたしまして

も検証をしっかりと行うことで、本当に施設をどう活用するか、また、先ほど４番議員の質問の

中では活用するという方向も出されておりましたが、その施設の存在そのものについても、本当

に吉賀町としてあの施設の必要性がどこまであるのかというのを十分検討していただきたいとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  議員おっしゃいますように１０年前の報告書でございますので、これが

的を射た部分もあるし、古くなって参考にもならない部分もあるかとは思いますけれど、先ほど

申し上げましたように、出だしがやはりどうしても、私はどうだったのかなという思いはいたし

ております。 

 そういった中で、やはりそういった施設、その存在もですけれど、これにつきましてはこれか

ら何をするのか、その費用対効果、そういったものを考えてやっていかないとならないんじゃな

かろうかというように思っとります。 

 私考えますのは、やはり急いでやられたから結果的にこういうことになったんじゃないかとい

うように思ってます。２月から取り付いて１０月、５年間の契約ですけれど、債務負担行為もな

されないというような状況であったわけでございます。こういったものはきちんと整理して、や

はり合併のする必要のあるものであるので、そういった当時の出発点がある程度、私は正しくな

かったんじゃなかろうかというように思ってます。 

 これをしっかり当初の、いわゆるコンサルの報告書、これでどの部分を取り入れていれば上手

くいくのか、そういったものは検証を、各部署が集まって検討委員会をやりますので、そういっ

たところで先ほど議員がおっしゃいましたような報告書の内容について、どの部分が参考になる

かわかりませんけれど、それは当然参考として対応していかなきゃならないというように思って

おります。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  それでは、十分やっていただきたいと思います。 

 それでは教育長に、中学校の統合は児童生徒の意見も尊重ということでお聞きをいたします。 

 先般、吉賀町教育振興計画案、これも午前中の質問にもありましたが、これについての意見交
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換会がありました。私は朝倉の会場に出かけたわけですけども、参加された方の意見を聞いてお

りますと、計画についての意見交換というより、教育委員会が生徒の学ぶ環境を整えようと出し

た、蔵木中学校を六日市中学校に統合する方向性を出したことに対する意見が多く出されていま

したので、整理をさせていただきたいと思います。 

 蔵木中学校の関係では、４番議員からもありましたように、現在１５人の生徒がおられますが、

このうち３年生が今７人で卒業され、入ってこられるのは２人で１０人ということでなります。 

 このような中で、教育長は年末年始を使って、蔵木小中学校の保護者の方に面談をされ、蔵木

の学校の将来についてどのように思うか聞いた結果をもって、ことしの１月１３日に開催された

教育委員会臨時会に蔵木中学校を六日市中学校に統合するという議案を提出され、出席された全

委員の賛成をもって議決されました。 

 この議決はあくまでも教育委員会の方針であり、これをもって学校、児童生徒、地域に対して、

決めたから進めていくというものではなく、学校、地域の中で話し合いをしてもらうためのもの

であったと認識をしております。 

 その後、２月５日、２月１７日に保護者の方々に集まっていただき、３月２日には自主的に集

まられ、学校の将来について保護者の中の意見をまとめられ、蔵木中と六日市中学校と一緒にな

って新しい学校をつくる方向で地域の中で話し合いを強めていくようになったと聞いております

が、間違いはないでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  藤升議員の御質問にお答えいたします。 

 蔵木中学校の保護者の中の意見が、六日市中学校へ統合するという方向で話し合いを進めてい

るということは間違いないのでしょうかという御質問にお答えいたします。 

 １月１３日に教育委員会が統合の方針を出した後、今まで３回保護者の方々は集まっておられ

ます。１回目、２回目は教育委員会から呼びかけをして集まっていただきました。集まりは、ま

ず今の中学校の状態をどう考えるのかという問いかけから始まりました。 

 そのような話し合いをする中で、３回目、３月２日ですが、今度は保護者の方々が自主的に集

まられ、蔵木中学校の今後について話し合いをなされ、結論として出席者全員が統合を希望され

ました。しかし、まだ地区の同意などはいただいておりませんので、教育委員会としては統合を

決定したわけではありません。 

 そういう経過をお話しまして、現時点では議員がおっしゃられる統合する方向で、今後地域の

中で話し合いを強めていくという状況に間違いはありません。 

 なお、保護者の方々は、蔵木が六日市へ統合されるのではなく、両校が一緒になって新しい中

学校をつくっていくという、そういう気持ちで取り組もうという決意表明を出されておられます
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ことを申し添えておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  先ほどの４番議員の質問での答弁では、関係者が納得できるよう

にしたいという答弁もございます。そのように進めていっていただきたいというふうに思います。 

 次に、吉賀町教育振興計画案の全体を通じて、児童生徒の意見を聞く場面をつくれないか等を

考えておりますのでお聞きをします。 

 計画の基本方針のエのところでは、小さくてもきらりと光る学校づくりとあり、再編が必要な

場合には、学校、保護者、地域、行政がしっかり協議し、判断する必要がありますと述べていま

す。ここに、児童生徒の意見を聞きと加えることです。 

 吉賀町活力ある学校づくりビジョン２０２０が昨年１０月に検討委員会から提出されましたが、

この委員会を傍聴し、議論を聞いていて思ったことは、子どもたちの成長を後押しする姿勢が弱

かったということです。 

 例えば部活について、報告書では、複数の学校で１つの部活動を行う、町は予算措置をという

ふうにまとめられておりますが、生徒や保護者、教員の負担に対する配慮は欠けていたんではな

いかと思います。委員の方々の中には、子どもたちの現状をよく見よう、子どもたちの声を聞き

たいという発言もありましたが、期限のある中で十分な調査に至らなかったように見えました。 

 自分たちの声を受けとめてくれる、安心して住める町だと感じられる教育振興計画であってほ

しいと思います。児童生徒の意見を聞く場面をつくることについて、教育長の所見を伺います。 

○議長（安永 友行君）  青木教育長。 

○教育長（青木 一富君）  お答えいたします。 

 教育振興計画に児童生徒の意見を聞く場面をつくれないかという御質問にお答えをいたします。 

 学校の主権は誰にあるかと問われれば、それは当事者である児童生徒であると考えます。その

当事者である児童生徒の意思表示を求める記述がないという御指摘は真摯に受けとめ、教育振興

計画に盛り込ませていただきます。 

 また、御質問の内容とは多少違いますけど、子どもたちの声を聞くということで、個別具体な

ことを少し申し上げておきたいと思います。 

 実は私、１月１９日に蔵木中学校の全校生徒と意見交換会をさせていただきました。その目的

は、現在の蔵木中学校の現状から今後の蔵木中学校のあり方を考えていく上で、生徒たちの考え

を知っておきたいという思いから行ったものです。 

 そのとき生徒たちから出た意見を紹介しておきたいと思います。 

 人数が多ければできるのになと思うことがある、学年に関係なく一緒に遊ぶことができる、授
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業で意見が出ないが他学年とかかわれる、体験活動など人数が多いクラスではできないことがで

きる、一人一人にスポットが当たり先生をひとり占めできる、係活動が大変、学習等の個別指導

がしてもらえる、地域の人たちとのかかわりが深められる、いじめが発生しない、皆の意見・考

えをわかり合える。このような意見が子どもたちから出てまいりました。 

 子どもたちには、よりよい中学生活を過ごすためには蔵木中学校はどうあるべきなのかという

大きな課題に対して、正面から切り込んで考えてほしいと願っております。家族としっかり話し

合ったり、友人の考えを聞いたり、地域の方々の思いを知ったりする中で、視野を広げ、考えを

深めることができると思っております。大人も子どもも一緒になって、自分たちのために、後に

続く後輩たちのために真剣に考えていこうではないかというふうな投げかけをさせていただきま

した。そういう個別具体なことがございました。 

 また話が本題に戻りますが、教育振興計画のほうに戻りますが、教育振興計画では、随所にサ

クラマス・プロジェクトという字句が出てまいります。子どもたちと大人がこのプロジェクトで

関われるということは、同時に子どもたちの声を聞くことにもつながるものです。ここで大切な

ことは、その子どもたちの思いや願いを受けとめることができるシステムづくりだと考えており

ます。 

 例えば、蔵木地区サクラマス・プロジェクト実行委員会では子どもたちの自主性を育てるため

に、子どもが企画立案したプランをサクラマスパートナーである、いわゆる大人の方が実行する

という方法で行っております。 

 こうしたシステムを順次各地区に波及させることで、子どもたちの気持ちを大人に伝えるス

テージができるのではないだろうかと期待をしております。吉賀町にしかない、吉賀町が誇るサ

クラマス・プロジェクトの中で、未来を担う子どもたちの貴重な声を聞き取れるシステムをつく

り上げていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  それでは、次の質問に移ります。 

 農業における技術、財政的な支援など情報の共有をということで、町長にお聞きをいたします。 

 Ｕ・Ｉターン者の方々だけでなく、代々引き継がれてきた農地を荒らさないようにと思い、農

地と向き合っている人もたくさんおります。米の価格の低迷する中で、新たな作物に挑戦しよう

としても、時間的制約の中で栽培の方法、必要な資材や機材、販売ルートと適正な価格の設定、

これらいろいろと調査しきれずに諦めている人もいます。 

 町が持っているさまざまな情報や追跡できるシステムを共有できる仕組みができないか、お聞

きをいたします。 
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 例えば栽培方法だけを見ましても、私はアイガモ農法で米をつくっておりますが、私の所属す

る六日市合鴨水稲会の中でも、有機肥料の使い方やアイガモの扱い方が違います。平成２０年度

につくられました有機栽培の手引き、これは吉賀町有機農業推進協議会と産業課でつくっておら

れますが、これでも今のアイガモ農法、８人の方の農法が示めされていますが、それぞれ異なる

地域の土質や環境、経験、手本となる生産方法などによって千差万別となっています。 

 農業研修を続ける人やそこまでできない人にも身近に農業について学ぶことができるよう、栽

培データの集積や訪問見学受け入れなどの情報収集と開示、技術上の相談窓口の設置ができない

かお聞きをするものです。 

 また、生産調整が２９年度で終わるわけですけども、その後の情報や補助金などの具体的な事

例なども早く知らせられるよう求めます。補助金の制度があっても個々の農家や組織にとって活

用できるかどうかわからないまま諦めている生産者もいます。 

 そのためにはまず１点、ホームページ上に地域農業に適した情報の共有と分類制度を向上させ

た上で、情報を載せることです。この情報の共有と分類制度の向上につきましては、これまでも

いろいろな報告、研究成果も出されておりますので、ただいたずらに情報を載せるというのでは

なく、わかりやすく情報を提供する、そういうことが重要であると考えておりますが、いかがで

しょうか。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  藤升議員の農業における技術、財政的な支援など情報の共有化をという

ことでございますけれど、要するに、国、島根県吉賀町などの行政機関、またはＪＡ、農業共済

組合などの各種関係団体並びに民間の団体、多様な機関において実施する農業分野における技術

や財政的な支援、今後の農政など、あらゆる情報が共有できるように、農家の方々と容易に検索

または入手することができる仕組みづくりができないかという御質問だろうというふうに思って

おります。 

 先ごろ、国におきましては、農林水産省のホームページに補助金等の逆引き事典といったもの

を公開しております。またこれによりまして、農林水産省の補助金等の情報について、誰が何を

したいというキーワードから必要とする情報を容易に検索することが可能となっております。 

 吉賀町におきましても、多様な機関の支援策など分散する情報をワンストップで入手する仕組

みができれば、生産者の方に大変お役に立っていただけるというように思っております。 

 例えば、一次産業支援情報集約サイトを町で立ち上げ、多様な情報を掲示することで新規就農

者支援サイトとしての機能をあわせ持たせることも可能であろうというふうに考えております。

この方法を実施するにあたりましては、パソコン操作に不慣れな方への利用促進活動等も行わな

ければならないと思っております。 
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 今後、方法、課題、費用などの調査を行いながら、実施に向けた前向きな検討を行っていきた

いというように思っております。やはり議員おっしゃいましたように、それぞれの補助補助でや

っぱりいろいろ違う部分がありますので、何か共通したものでないと載せられない部分もあるか

と思います。 

 ましてや都市部の近郊では、やはりレストラン等とベビーリーフとか外国種の種を入れてとい

うような新しい農業をやっておられますけれど、そうしたものもなかなか難しいんじゃなかろう

かと思いますけれど、そういったものをどうしたところからサイトで引き出せることができるか

というようなことをまたこうした事業の中に入れていく必要があるんじゃなかろうかというよう

に思います。 

 御相談などの総合的な窓口は今までどおり産業課で対応させていただいておりますけれど、技

術面の相談など事案に合わせまして、県の農業普及部または農業技術センターまたは農業公社な

ど各機関と連携をとりながら対応したいというように思いますので、とりあえずは産業課のほう

へお問い合わせをいただければそういった対応をしたいと思います。 

 先ほど申し上げましたようなサイト立ち上げというようなものにつきましては、高尻の保育所

へまいりますＩＴの事業を進められる方々に御相談を申し上げながら、やはり素人でも簡単に見

れるようなことをつくっていく必要があるというように思っておりますので、そうした方々に御

相談を申し上げながら、またそういったときに予算化もお願いしなきゃならないということが出

てきますので、そういったことも御理解いただきながら対処していこうというように思っており

ます。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  パソコンの不慣れと云々のことにつきましては、今ごろ本当にち

ょんちょんとクリックするだけで情報等がとりやすいようになってきている、また自分の情報を

入れる場合でも、いろんな項目の中からそれに合ったものを直接文字を打たなくても入れるよう

な仕組みが既に導入してやってるとこもございます。 

 この質問の最初に私の考えていましたのは、特に新しく農業に関心を持って入られる方であり、

また町外の方にこんだけやっているよという情報の提供をすることで、より関心を持ち、いろん

な本には栽培の方法とか書いたものもございますが、生の声をというのを非常に求めているとい

うことも聞きますので、そういうのが少しでも入るようなものにしていただきたいという要望述

べまして、質問終わります。 

○議長（安永 友行君）  以上で、６番目の通告者、８番、藤升議員の質問が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で、本日の日程は全て終了しましたので、本日はこれで散会としま
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す。御苦労でございました。 

午後３時23分散会 

────────────────────────────── 

 


